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序

論 

 
本

論
文

の

主
題
で
あ
る

「
逆
謗

除

取
」

と
は
、

五

逆
罪

や

誹
謗

正
法
罪

を
犯
し

た

者
は

、
阿
弥

陀

仏
に

よ
る
救

い
の
は

た
ら
き

に

摂

取
さ
れ

て

、
阿

弥
陀
仏
の

浄
土

に

往
生
す
る
こ

と

が
で

き

る
の

か
否
か

と

い
う
問

題
を

論
じ
る

も

の
で

あ

る
。

そ
し
て

、
こ
の

問

題
は

、
『
仏

説
無

量

寿
経

』
（

以
下

、
『
大

経
』
と

略

称
す

る
）
第

十
八
願

に

誓
わ

れ

て
い

る
唯
除

逆

謗
の

文

と
、
『

仏
説

観

無
量

寿

経

』
（

以
下
、
『
観

経
』
と
略

称
す

る

）
「

下

品
下

生
」
と

の
矛
盾

に
あ
る

。

具
体

的
に
は
、
唯
除

逆

謗
の

文

に
お

い
て
、

五

逆
罪

者

は
阿

弥
陀

仏

に
よ

る
救
い

の

は
た

ら

き
か

ら
除
く

と
誓
わ

れ

て
い

る
が
、
『

観

経
』
「

下
品

下
生
」

で

は
、

五

逆
罪

を
犯
し

た
者
も
臨

終
に

お
い

て

善
知

識
の
教
え

に
遇

い

、
十

念
を
具

足
し
て

南

無
阿

弥
陀
仏

と
称
す

る

こ
と

に
よ
っ

て

極
楽

世
界
に

往
生
す

る
こ
と

を

得
る

と
説

か

れ
て

い
る
点
で

あ
る

。

こ
の

よ
う
な

、

経
典

に

説
か

れ
て
い

る

異
な

る

経
説

に
対
し

て

、
融

通
性
の

あ
る
統

一
的
な
解

釈
を

行
う

こ

と
を

「
会
通

」
と
い

う

が
、

親
鸞
（

一

一
七

三―

一

二
六
二

）

は

、
『
顕
浄
土

真
実

教

行
証

文

類
』
（

以
下

、
『

教
行

信

証

』
と
略

称

す
る
）
「
信

文

類
」

の

末
尾
に
お
い

て

、
上

記
の
問

題
に
対

す

る
会

通
を
行
っ
て
い
る

。 

そ

し

て

、
『

教
行

信

証
』
「

信

文
類

」

逆
謗

除
取
釈

に

お
け

る
引
用

文
を
見
る

に
、

親
鸞
の

逆
謗
除

取
観
が

形
成
さ

れ
る
過
程

に
お

い

て

、
曇

鸞

（
四

七
六―

五

四
二

）

と
善

導
（
六

一

二―
六

八
一

）
の
そ

れ

に
影

響

を
受

け
て
い

る

こ
と

が

考
え

ら
れ
る

た
め
、
第

二

章
と
第

三

章
に

お
い
て
曇

鸞
と

善

導
の
逆
謗
除

取

観
を

考

察
す

る
。
そ

の

た
め

、

本
論

文
は
、

第

一
章

に

お
い

て
「
唯

除
」
と

さ

れ

る
五
逆

罪

と
誹

謗
正
法

罪
の
内

容

を
示
し
た
後

、

曇
鸞

、

善
導

、
親
鸞

の
逆
謗
除

取
観

に
つ
い

て

考
察

す

る
と

い
う
構

成
に
な

っ

て

い

る
。 
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本

論 

 
第

一
章 

五
逆

罪
と
誹

謗

正
法

罪 

 
 

第
一

節 

五

逆
罪
の
内

容 

 

『

総
合

仏

教
大

辞
典
』
の

「
五

逆

」
の
項
目
に

お

い
て

、
五
逆

罪
と
は

、 

五

つ

の
重

罪

を
い

い
、
小

乗

の
五

逆

（
単
の
五
逆

）

と
大

乗
の
五

逆
（
複

の
五
逆

）

と
が
あ
る
。 

①

小

乗
の

五

逆
と

は
、
害

母

（
殺

母

）
・

害

父
（

殺

父

）
・

害
阿

羅

漢
（

殺

阿
羅

漢

）
・
出

仏
身

血

（
悪

心

出
仏

身
血
）
・
破

和
合

僧

（

破
僧

）
の
五

で
、
前

の

二
は

恩

田
に

そ
む
き

、

後
の
三

は
福

田
に
そ

む

く
か
ら

、
五
逆
、
五

逆

罪
と
い

い
、

そ
の
行

為
は

無

間

地
獄
に

堕
ち

る
原
因

と

な
る

か

ら
五

無
間
業

、

略
し

て
五
無

間
、
ま

た
五
不

救

罪
と
い
う
。 

②

大

乗
の

五

逆
と

は
、
大

薩

遮
尼

乾

子
所

説
経
巻

四

に
説
く

五
つ

の
根
本

重

罪
で
、

即
ち
⑴
塔
寺

を

破
壊
し

経
像

を
焼
き

、
三

宝

の

物
を

奪

い
、

或
い
は

そ

れ
ら

の

こ
と

を
人
に
行

わ
せ

、

ま
た

は
そ
の

行

為
を
見

て
喜
ぶ
こ
と

、

⑵
声
聞

・
縁

覚
・
大

乗
の

法

を

そ
し

る

こ
と

、
⑶
出

家

者
が

仏

法
を

修
め
る

の

を
妨
げ

、
或
い
は
そ

れ
を
殺
す

こ
と
、
⑷
小

乗

の
五
逆

の
う

ち
一
罪

を
犯

す

こ

と
、

⑸

す
べ

て
業
報

は

な
い

と

考
え

て
十
不

善

業
を
行

い
後

世
を
畏

れ

ず
、
ま

た
人
に
そ
れ

ら

の
こ

と

を
教

え
る
こ

と

、

を

い

う
。
１ 

と
説

明
さ

れ

て
お

り
、
五

逆

罪
の

代

表
的
な
説
と

し

て

、
『

阿
毘

達

磨
倶

舎

論

』
（

以
下

、
『
倶
舎

論
』
と

略

称
す

る
）
巻

十

七
に
説

か

れ

て
い

る
五
無

間
業
の
説

と
『

大

薩
遮

尼
乾
子

所

説
経

』
（
以

下

、
『
遮

尼

乾
子

経

』
と

略
称
す

る

）
巻

四

に
説

か
れ
て

い
る
五

種

の
根

本
重

罪

の
説

が
挙
げ

ら

れ
て

い

る
。

そ
し
て

、
『

遮
尼

乾
子

経

』
巻

四

に
お

い

て
五

種
の
根

本

重
罪

の

内
容

が
説
か

れ

た
後

、
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「

若
し
か

く

の
如

き
根
本

重

罪
を

犯

し
て

而
か
も

自
ら
悔
ひ

ず
は

決
定
し

て
一
切
善

根
を

焼
滅
し

、

大
地

獄

に
趣

き
て
無

間
の
苦
を

受

け

ん
」

２

と

説

か

れ
て
い

る

こ
と

か

ら
、
『

倶
舎

論

』
巻

十

七
に

説
か
れ

て

い
る

五
無
間

業
の
果
報

と
同

じ

く
、
五
種
の
根

本
重

罪

を
犯
し

た

者
も

堕
無
間

地

獄
の

果

報
を

受
け
る

と

さ
れ

て

い
る
。 

 

第

二

節 

誹

謗
正

法
罪
の

内

容 

 

『

望
月

仏

教
大

辞
典
』
の

「
誹

謗

正
法

」
の
項

目
に
お

い

て
、

誹
謗
正

法

罪
と

は

「
正

法
を
誹

謗

す
る

の

意
。

略
し
て

謗
法
、

破

法

、

又
は

断

法
と

も
名
づ

く

。
主

と

し
て
大
乗
経

典

を
誹

謗

し
て

仏
説
に

非
ず
と

な

す
を

云
ふ
。
」
３

と

説
明

さ
れ

て

い
る
。 

続

け

て
、

そ

の
誹

謗
正
法

罪
の
具

体

例
と

し
て
、 

大

品

般
若

経
第
十

一
信
毀

品

に
「

深

般
若

波
羅
蜜
を

呰
毀

す

る
が
故
に
、

即
ち
過
去

未
来

現
在
の

諸

仏
の
一

切
智

一
切
種

種

智

を

呰

毀
す

と

為
す

。
是
の

人

は
三

世

諸
仏
の
一
切

智

を
毀

呰
す
る

が
故
に

破

法
の
業

を
起
し
、
破

法

の
業
の

因
縁

集
る
が

故

に

、

無
量

百

千
万

億
歳
に

大

地
獄

の
中
に

堕
す
」
と

云
ひ

、
法
華

経
第
二

譬

喩
品
に

「
若
し
人
不

信

に
し
て

此
の

経
を
毀

謗
せ

ば

、

則
ち

一

切
世

間
の
仏

種

を
断

ず

。
或

は
復
た
顰

蹙
し

て
而
も
疑
惑
を

懐
か
ば

、

汝
当
に
此
の

人

の
罪
報

を
説

く
を
聴

く

べ

し

。

若
し

は

仏
の

在
世
、

若

し
は

滅

度
の

後
、
其

れ

斯
の
如

き
経

典
を
誹

謗
し
、

経

を
読
誦
し
書

持

す
る
者

あ
る

を
見
て

、
軽

賤

僧

嫉
し

て

而
も

結
恨
を

懐

か
ば

、
此
の

人
の
罪

報

、
汝

今

復
た
聴
く
べ

し

、
其
の

人
命
終
し
て

阿

鼻
地

獄

に
入

る
」
と

云

ひ

、

無
量

寿

経
巻

上
に
「

至

心
に

信

楽
し

て
我
が
国

に
生
ぜ

ん
と

欲
し
、

乃

至
十
念

せ
ん
に
、
若

し

生
ぜ
ず

ば
正

覚
を
取

ら

じ

。

唯
五

逆

と
誹

謗
正
法
と

を
除

く
」
と

云
ひ
、

入

楞
伽

経

第
二

に
「
一

闡

提
と
は

二
種
あ
り
、

何

等
を
か

二
と

な
す
、

一
に
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は

一

切
の

善

根
を

焚
焼
す

、
（

中
略

）
云

何
が
一

切
の
善

根
を
焚

焼
す
る

。

謂
は

く
菩
薩

蔵
を
謗
じ

て
是
の

如
き
言
を
作

す
、

彼

れ

修
多

羅
毘
尼

解
脱
の

説

に
随

順
す
る

に
非
ず

と

。
諸
の

善
根

を
捨
す

、
是
の
故

に
涅
槃
を
得

ず

」
と
云

へ
る

皆
其
の

説
な

り

。

是
れ

般

若
、

法
華
、
無

量
寿

等

の
大

乗
経
典

を

信
ぜ

ず
、
之
を
毀
呰

し
誹
謗

す

る
者
は
一
切

の

善
根
を

焚
焼

し
、
大

地

獄

に

堕

す
べ

き

こ
と

を
説
け

る

も
の

な

り
。
４ 

と
、
『

大
品

般
若

経
』
・
『

法

華

経
』
・
『
大

経

』
・
『

入

楞

伽
経
』
の

経

説
が

挙

げ
ら

れ

て
お

り

、
『
入

楞
伽

経

』
の

経
説
を

根

拠
と

な

し

て
、

大
乗

経

典
を

誹
謗
す

る
者
は

大

地
獄
に
堕
ち

る

と
述

べ

ら
れ

て
い
る

。

ま
た
、
『
大
品

般
若

経

』
と

『

法
華

経
』
に

お

け
る
誹

謗

正

法
罪
の

内
容
を
比
較
す

る
と

、

両
経
に
お
け

る

誹
謗

正

法
罪

は
仏
法

を
誹
謗
す

る
と

い
う
点

で

一
致

し

て
い

る
が
、

具
体
的
な

内

容
は
相

違

し
て

い
る
こ

と

か
ら

、

誹
謗

正
法
罪
の

内
容

は

経
典

に
よ
っ

て

異
な

る

こ
と

が
考
え

ら

れ
る

。 

す

な

わ
ち

、
五
逆

罪
と
誹

謗

正
法

罪

は
堕

地
獄
の

果

報
を

受
け
る

と
さ
れ

る

重
罪

で
あ
る

こ
と
か

ら

、
『
大
経
』

第
十
八

願

文
や

第

十

八
願

成

就
文
に
お
い

て
そ
れ

ら

の
罪
を
犯
し

た
者
が

阿

弥
陀

仏
に
よ

る
救
い

の

は
た

ら
き
か

ら

除
か

れ
て
、

阿
弥
陀

仏
の
浄

土

に
往

生
す

る

こ
と

が
で
き

な

い
と

誓

わ
れ

て
い
る

こ

と
は
当

然
の

帰
結
で

あ

る
と
い

え
よ

う
。 

  

第

二

章 

曇

鸞
の

逆
謗
除

取

観 

 
 

第
一

節 

曇

鸞
に
お

け

る
五

逆

罪
者

と
誹
謗

正

法
罪

者

の
往

生
得
否 

『

無

量
寿

経

優
婆

提
舎
願

生

偈
註

』
（
以

下

、
『
論

註

』
と

略

称
す

る
）
巻

上

「
八

番

問
答
」
の
第

二

問
答

に
お
い

て
、 
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問

ひ

て
い

は

く
、
『
無
量

寿

経

』
（

下
・

意
）
に

の

た
ま

は

く
、
「

往
生

を
願
ず

る
も
の

み
な
往

生
を
得

。

た
だ

五
逆
と

誹

謗
正

法

と

を
除

く

」
と

。
『
観

無

量
寿

経

』
（

意

）
に

の

た
ま

は

く
、
「

五
逆

・

十
悪
も

ろ
も

ろ
の
不

善
を
具

す
る
も

ま
た
往

生

を

得

」

と
。

こ

の
二

経
、
い

か

ん
が

会
す
る

。
答
へ

て

い
は

く

、
一

経
（
大

経

）
に
は

二
種
の
重
罪

を

具
す
る

を
も

つ
て
な

り

。

一

に

は
五

逆

、
二

に
は
誹

謗

正
法

な

り
。

こ
の
二

種
の
罪
を

も
つ

て
の
ゆ

ゑ

に
、
ゆ

ゑ
に

往
生
を

得

ず
。
一

経
（

観
経
）

に

は

た

だ

十
悪

・

五
逆

等
の
罪

を

作
る

と

の
た

ま
ひ
て

、
正
法

を

誹
謗

す
と
の

た
ま
は

ず

。
正
法
を
謗

ぜ

ざ
る
を

も
つ

て
の
ゆ

ゑ

に

、

こ
の

ゆ

ゑ
に
生
ず
る

こ

と
を

得

。
５ 

こ

の
第
二

問

答
で

は

、
『

大

経
』

第

十
八

願
成
就

文

に
誓
わ

れ
て

い
る
五

逆

罪
者

と
誹
謗
正
法
罪
者

の
不

生

と
い

う
説
示

と

、
『
観

経

』
「

下
品

下
生

」
に
説

か

れ
て

い

る
五

逆
罪
者

と
十
悪

の

者
等

の
得
生

と

い
う

説

示
と

の
相
違

が

問
い

と

し
て

提
起
さ

れ

て
お

り

、

い
わ

ゆ

る
「
逆
謗
除

取

」
の

問

題
に
対
す
る

曇

鸞
の

解

釈
が

示
さ
れ

て

い
る

。

そ
の

答
え
と

し

て
、
『

大
経

』

第
十

八

願
成

就

文
に

は
五

逆

罪
と

誹
謗
正

法

罪
を

同

時
に
犯
し
て

い

る
こ

と

か
ら

往
生
を

得
る
こ
と

が
で

き
ず
、
『

観
経
』
「

下
品

下
生
」

に
は
五

逆

罪
や

十
悪

等

を
犯

す
と
あ

る

だ
け

で

誹
謗

正
法
罪
を

犯
す

と

説
か

れ
て
い

な

い
こ

と

か
ら

、
往
生

を

得
る

こ
と
が

で
き
る

と

示
さ

れ

て

い

る
。

す

な
わ

ち
、
曇

鸞
は
二

経

に
お

け
る
罪
の

単
複

を

明
ら

か
に
す

る

こ
と

に

よ
っ

て
、
そ

れ

ら
の

経

説
が

相
違
し

て
い
な

い

こ

と
を
示

す

と
と

も
に
、
五

逆
罪

や

十
悪
等
の
み

を

犯
し

た

単
罪

者
は
往

生
を
得
る

こ
と

が
で
き

る

こ
と

を

示
し

て
い
る

。 

 

そ

し
て

、

五
逆

罪
や
十

悪

等
の

み

を
犯
し
た
単

罪

者
が

往

生
を

得
る
こ

と

が
で

き

る
な

ら
ば
、

誹

謗
正

法
罪
の

み
を
犯

し
た
者
は

往

生
を
得

る

こ
と

が
で
き

る

の
か

否

か
と

い
う
疑

問
が
生

じ

る
。

そ
の
た

め

、
次
の

第
三

問
答
に

お

い
て

は

、 

問

ひ

て
い

は

く
、

た
と
ひ
一

人
あ

り

て
、
五
逆
罪

を

具
す

れ

ど
も

正
法
を

誹

謗
せ
ざ

れ
ば

、
『
経
』
（

観
経

）
に

生

ず
る
こ

と
を
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得

と

許
す

。

ま
た

一
人
あ

り

て
、

た

だ
正

法
を
誹

謗
し
て

五

逆
の
諸
罪
な

し

。
往
生

を
願
ぜ
ば
生

ず

る
こ

と

を
得

や
い
な

や

。

答

へ

て
い

は

く
、

た
だ
正

法

を
誹

謗
せ
し

め
ば
、

さ

ら
に

余

の
罪
な
し
と

い
へ
ど

も

、
か
な
ら
ず

生

ず
る
こ

と
を

得
ず
。

な

に

を

も

つ
て

こ

れ
を

い
ふ
と

な

ら
ば

、
『
経

』
（
大
品

般

若
経

・

意
）

に
の
た

ま

は
く
、
「
五

逆

の
罪
人

、
阿
鼻

大
地

獄
の
な

か

に

堕

し

て
つ

ぶ

さ
に
一
劫
の

重

罪
を

受
く
。

正
法
を
誹

謗
す

る
人
は
阿
鼻
大

地
獄
の
な

か
に
堕
し
て

、

こ
の

劫

も
し

尽
き
ぬ

れ

ば

、

ま
た
転

じ
て

他
方
の

阿

鼻
大

地

獄
の

な
か
に

至

る
。

か

く
の

ご
と
く

展

転
し
て

百
千
の
阿
鼻

大

地
獄

を

経
」

と
。
仏

（

釈

尊

）
、

出
づ

る
こ

と

を
得

る

時
節
を

記
し

た
ま
は

ず

。
誹

謗

正
法

の
罪
き

は

め
て

重
き
を

も
つ
て
の

ゆ
ゑ
な

り
。

ま
た
正

法
は

す

な

は
ち

こ

れ
仏

法
な
り

。

こ
の

愚

痴
の

人
す
で

に

誹
謗

を

生
ず

。
い
づ

く

ん
ぞ
仏

土
に
生
ぜ
ん

と

願
ず
る

理
あ

ら
ん
や

。

た

と

ひ

た
だ

か

の
土

の
安
楽

を

貪
り

て
生
ぜ

ん
と
願
ず

る
は

、

ま
た

水
に
あ

る

ざ
る
氷

、
煙
な
き
火

を

求
む
る

が
ご

と
し
。

あ

に

理

を

得
る

こ

と
あ

ら
ん
や

。
６ 

と
、

前
の

『

観
経

』
「
下

品

下
生

」

に
お

け
る
五

逆

罪
の
単

罪
に

よ
る
得

生

と
い

う
説
示
を
承
け

て

、
誹

謗

正
法

罪
の
み

を

犯
し

た

者
に

お
け

る

往
生
の
得
否
が

問
い

と

し
て

提
起
さ

れ

て
お

り

、
そ

の
答
え

と

し
て
、

誹
謗

正
法
罪

を

犯
し

た

者
は

単
罪
で

あ
っ
た

と

し

て

も
往

生

を
得

る
こ
と

が

で
き

な

い
と

さ
れ
、

二

種
の

不

生
の

理
由
が

示
さ
れ
て

い
る

。 

ま

ず

、
一

つ
目
の

理
由
で

は

、
経

典

に
は
誹
謗
正

法

罪
者

は
次
々

に
百
千

の

阿
鼻

大
地
獄

を
経
る

と

あ
る
よ

う
に
、
釈
尊
が

誹
謗

正

法

罪
者
の

阿
鼻

大
地
獄
か

ら
出

る

時
期
を
記
し

て

い
な

い

こ
と

か
ら
、

誹

謗
正

法

罪
者

は
浄
土

に

往
生

を

得
る

こ
と
が

で
き
な

い

と
示

さ
れ

て

い
る

。
ま
た

、
二
つ

目

の
理

由
で
は

、

仏
法

を

誹
謗

す
る
者

が
仏
法
の

教
え

る
理
想

世

界
で

あ
る
浄

土
に
生

ま
れ
た

い

と
願

う
道

理

は
な

い
こ
と

か

ら
、

誹

謗
正

法
罪
者
は

浄
土

に

往
生

を
得
る

こ

と
が

で

き
な

い
と
示

さ

れ
て

い
る
。

そ
し
て

、
そ
の
最
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後
に

は
二

つ

目
の

理
由
に
関

連
し

て

、
浄

土
に
生
ま

れ
た

い

と
願

っ
て
も

、

そ
れ

が

浄
土

の
安
楽

を

貪
る

た
め
の

願
生
で

あ
る
な

ら

ば

、
浄
土

に

往
生
で
き
る
道

理
は

な

い
と

述
べ
ら

れ

て
お

り

、
安

楽
を
貪

る

た
め

の

願
生

が
否
定

さ

れ
て

い
る
。 

ま

た

、
村

上

速
水

氏
に
よ

っ

て
、 

第

三

問
答
に

お
い

て
謗
法

罪

は
た

と

い
一

罪
で
あ

っ

て
も

①

極
重

罪
の
故

に

②
願
生

の
理
な
き
故

に

救
済
か

ら
除

か
れ
る

と
答

え

ら

れ
て

い

る
。

し
か
も

そ

の
二

由
の
中

、
第
一

は

仏
教

一

般
の
論
理
に

基
づ
い

た

も
の
で
あ
り

、

第
二
の

理
由

こ
そ
他

力

救

済

と

い
う
真

宗
独

自
の
論

理

に
基

づ

い
た

も
の
で

あ

る
こ

と

に
注

意
す
べ

き

で
あ
る

。
「
願

生
の
理

な
き

が

故
に
」
除
か

れ

る

と

は

、
逆

に

願
生

す
れ
ば
救

わ
れ

る

こ
と

を
意
味

し

、
こ

れ

は
後
に
引
か

れ

る
『
法

事
讃
』
の
「

謗

法
闡

提

、
回

心
皆
往

（
謗

法

・

闡
提

、

回
心
す
れ
ば

み

な
往

く

）
」

の
文
意

と
同
じ

く

、
信

ず
る
も

の

は
い

か
な
る

機
類
で
も

救
わ
れ

る
こ
と
を
あ

ら

わ

す

も

の
で

あ

る
。
７ 

と
述

べ
ら

れ

て
お

り
、
二
つ

目
の

理

由
は
誹
謗
正

法

罪
者

の

得
生

を
反
顕

す

る
も

の

と
し

て
捉
え

ら

れ
て

い
る
。

村
上
氏

の
見
解

は

、
『

論
註

』
巻

下
「
観

察

体
相

章

」
の

荘
厳
口

業

功
徳

成

就
釈
に
お
け

る

誹
謗

正

法
罪

者
の
得

生

と
い

う

説
示

を
根
拠

と

し
て

い

る

と
思
わ

れ

る
が

、
応
答

部

分
の

冒

頭
に
お
い
て

誹

謗
正

法

罪
者

の
不
生

が
示
さ

れ

て
お

り
、
願

生

心
の

欠

如
に

よ
る
不

生
は
そ

の

一

証

左
に

過

ぎ
な

い
も
の

で

あ
る

こ

と
か

ら
、
二
つ

目
の

理

由
の

み
を
逆

説

的
に
捉

え
て

、
誹
謗

正

法
罪

者

に
お

け
る
得

生
の
説

示

を
見

出
す

こ

と
は
強
引
で

あ

る
と

考

え
る
。
と
に

か

く
、

誹

謗
正

法
罪
者

は
往
生
を

得
る

こ
と
が

で

き
な

い

、
と

い
う
の

が

第
三

問

答
に

お
け

る

曇
鸞
の
理
解
で

あ
る

と

い
え

よ
う
。
す

な
わ

ち

、
第

二
問
答

と
第
三
問

答
の

内
容
か

ら

窺
う

に

、
曇

鸞
の
逆

謗
除
取

観

は
、
『

大
経

』
第

十

八
願

成

就
文

と

『
観

経

』
「

下

品
下

生

」
に
よ
っ
て

、

五
逆

罪

者
の
得
生
と
誹

謗
正

法

罪
者

の
不
生

を

示
し

て

い
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る
。 

 
し

か
し

、
『
論

註

』
巻

下

「
観

察

体
相

章
」
の

荘

厳
三
業

功
徳

成
就
釈

に

お
い

て

、 
凡

夫

の
衆

生

は
身

口
意
の

三

業
に

罪
を
造

る
を
も

つ

て
、

三

界
に
輪
転
し

て
窮
ま
り

已
む
こ
と
あ

る

こ
と

な

か
ら

ん
。
こ

の
ゆ

ゑ

に

諸
仏

・

菩
薩
は
、
身

口

意
の

三

業
を

荘
厳
し

て
、
も

つ

て
衆

生
の
虚

誑
の
三
業

を
治
す
る
な

り

。
い
か

ん
が

も
つ
て

治

す

。
（

中
略

）
衆

生

は
憍

慢

を
も

つ

て
の

ゆ
ゑ
に

、
正
法

を

誹
謗

し
、
賢

聖

を
毀

呰
し
、

尊
長
〔
尊

は
君
・

父
・
師
な
り

。
長

は

有

徳
の

人

お
よ

び
兄
党

な

り
〕

を
捐
痺

す
。
か

く

の
ご

と

き
人

、
抜
舌

の
苦
・

瘖

瘂
の
苦
・
言

教

不
行

の

苦
・

無
名
聞

の
苦

を

受

く
べ

し

。
か

く
の
ご

と

き
等

の
種
種

の
諸
苦

の

衆
生

、

阿
弥

陀
如
来

の
至
徳

の

名
号
、
説
法

の

音
声
を

聞
け

ば
、
上

の

ご

と

き

種
々
の

口
業

の
繋
縛

、

み
な

解

脱
を

得
て
、

如

来
の
家

に
入
り
て
畢

竟
じ
て

平

等
の
口
業
を

得

。
８ 

と

、
諸
仏

・

菩
薩
が
身
口

意
の
三

業

を
荘

厳
し
て

、

三
界

輪

転
の

原
因
と

な

る
凡

夫

の
三

業
の
罪

を

治
す

こ
と
が

示
さ
れ

て
お
り
、

そ

の
中
の

荘

厳
口

業
功
徳

成

就
釈

に

お
い

て
、
誹

謗

正
法

罪

者
は

阿
弥
陀

仏

の
名

号

と
説

法
を
聞

く

な
ら

ば
、
口

業
の
繋

縛
か
ら
解

脱
を

得
て

、

往
生
を
得
る

と
示
さ

れ

て
い

る
こ
と

を

踏
ま

え

る
と

、
曇
鸞

の
意
図
は

五
逆

罪
者
と

誹

謗
正

法
罪
者

の
得
生

に
あ
る
と

考
え

る
こ

と

が
で

き
る
。
付

言
す

る

と
、
「

八
番

問

答
」
全

体
の

論
旨
が

そ

う
で

あ

る
よ

う
に
、
「

八

番
問

答
」

の

第
三

問

答
に

お

け

る
誹

謗
正

法

罪
者
の
不
生
と

い
う

説

示
は

、
『
大

経

』
第

十

八
願

成
就
文

と

『
観

経

』
「

下

品
下

生
」
に

随

順
し

た
も
の

で

あ
る

が

、

荘

厳

口
業

功

徳
成

就
釈
に

お

け
る

誹

謗
正

法
罪
者
の

得
生

と

い
う

説
示
は

曇

鸞
の
自

釈
で

あ
る
こ

と

か
ら

、

曇
鸞

の
論
述

態
度
を
比

較
す

る
こ

と

に
よ

っ
て
、
曇

鸞
の

本

意
が
誹
謗
正

法

罪
者

の

得
生

に
あ
る

と

考
え

る

と
と

も
に
、

上

記
の

誹

謗
正

法
罪
者

の
往
生

得

否
に

関
す

る

説
示
の
相
違
は

、
後

述

す
る

よ
う
に
誹

謗
正

法

罪
者

の
回
心

に

よ
る
往

生
を

示
す
意

図

が
あ

る
と
思

う
。 
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第

二

節 

曇

鸞
に

お
け
る
五

逆
罪

者

と
誹

謗
正
法

罪

者
の
浄

土
往

生
行 

『

論

註
』

巻

上
「

八
番
問

答

」
の

第

六
問

答
に
お

い

て
、 

『

観

無
量

寿

経
』
（

意
）
に

の
た

ま

ふ
が

ご
と
し

。
「

人
あ

り
て

五

逆
・

十

悪
を

造
り
も

ろ
も
ろ

の

不
善

を

具
せ
ら
ん
。
悪

道
に

堕

し

て
多

劫

を
経

歴
し
て

無

量
の

苦
を
受

く
べ
し

。

命
終

の

時
に
臨
み
て

、
善
知

識

の
教
に
遇
ひ

て

、
〈
南

無
無
量

寿
仏
〉
と

称

せ

ん
。

か

く
の

ご
と
く
心

を
至

し

て
声

を
し
て

絶

え
ざ

ら

し
め

て
、
十

念
を
具
足

し
て
す
な
は

ち

安
楽
浄

土
に

往
生
す

る

こ

と

を

得
。
す

な
は

ち
大
乗

正

定
の

聚
に
入

り
て
、

畢

竟
じ

て
退
せ

ず
。
三

塗
の
も

ろ

も
ろ
の
苦
と

永

く
隔
つ

」
と

。
（
中

略

）

た

だ

十
念

阿

弥
陀

仏
を
念

じ

た
て

ま

つ
る

を
も
つ

て

す
な

は

ち
三

界
を
出

づ

。
９ 

と

、
『

観
経

』
「
下

品
下
生

」
が
引

用

さ
れ

た
後
、

そ

の
要

約

と
し

て
「
た

だ

十
念
阿

弥
陀

仏
を
念

じ

た
て

ま
つ
る

を
も
つ

て

す
な
は

ち
三

界
を

出

づ
。
」
１
０

と

述
べ

ら
れ

て

い
る

こ
と
か

ら

、
曇

鸞
に
お

け
る
五

逆

罪
者
の

浄
土

往
生
行

は

十
念

で

あ
る

と
い
え

る
。 

続

け

て
、

そ

の
応

答
部
分
に

お
い

て

、 

答

へ

て
い

は

く
、

な
ん
ぢ
五

逆
・

十

悪
の

繋
業
等

を

重
と

な

し
、

下
下
品

の
人
の
十

念
を
も
つ
て

軽

と
な
し

て
、

罪
の
た

め

に

牽

か

れ
て
先

づ
地

獄
に
堕

し

て
三

界
に
繋

在
す
べ

し

と
い

は

ば
、

い
ま
ま

さ

に
義
を

も
つ
て
校
量

す

べ
し

。

軽
重

の
義
は

心
に

在

り

、
縁

に

在
り

、
決
定

に

在
り

て

、
時

節
の
久

近

・
多

少
に
は

在
ら
ず

。

い
か
ん

が
「
心
に
在

る

」
。
か

の
造
罪

の
人

は

み

づ

か

ら
虚

妄

顚
倒

の
見
に

依

止
し

て
生
ず

。
こ
の

十

念
は
善

知
識

の
方
便

安

慰
に
よ

り
て
実
相
の

法

を
聞
き

て
生

ず
。
一

は
実

な

り

、
一

は

虚
な

り
。
あ

に

あ
ひ

比
ぶ
る

こ
と
を

得

ん
や

。
（
中

略

）
い

か

ん
が

「
縁
に
在
る
」
。

か

の
造
罪
の

人

は
み
づ

か
ら

妄

想

の
心

に

依
止

し
、
煩

悩

虚
妄

の
果
報

の
衆
生

に

よ
り

て

生
ず

。
こ
の

十

念
は
無

上
の
信
心
に

依

止
し
て

、
阿

弥
陀
如

来
の
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方

便

荘
厳

真

実
清

浄
無
量
の

功
徳

の
名
号

に
よ
り

て

生
ず

。
（
中

略

）
い

か

ん
が

「
決
定

に
在
る
」
。

か
の

造
罪

の

人
は
有

後

心

・

有
間

心
に
依

止
し
て

生

ず
。

こ

の
十

念
は
無

後

心
・

無

間
心

に
依
止

し

て
生
ず

。
こ
れ
を
決

定

と
名
づ

く
。

三
の
義

を
校

量

す

る
に
十

念
は

重
し
。

重

き
も

の
先
づ

牽
き
て

よ

く
三

有
を
出
づ
。
両

経
は
一
義

な
る
の
み
。
１
１ 

と

、
十
念

を

修
め

る
際
の
心

持
ち

（

在
心

）
・
よ

り

ど
こ

ろ

（
在

縁

）
・

思

い
の

深

さ
（
在
決
定
）

の
三

点

を
挙

げ
て
、
『
観

経
』
「

下

品

下

生
」
に

説
か

れ
て
い

る
十
念

の

在
り
方
が
示
さ

れ
て

お

り
、

曇
鸞
に

お

け
る

『

観
経

』
「
下

品

下
生

」

の
十

念
と
は

名

号
法
を

聞
い

て
修

め

る
行

で
あ
り

、
阿
弥

陀

仏
に
対
す
る

信

心
を

具

え
た

行
で
あ

り

、
そ

し

て
専

心
・
純

一

の
行

で

あ
る

こ
と
が

分
か
る

。 
 

ま

た

、
「
八

番
問

答

」
の

第

一
問

答

に
お

い
て
、
『

観

経
』
「

下
品

下
生
」

を
引
用

し

た
後

、
「
こ

の

経
を

も
つ
て

証
す
る

に
、
あ

き

ら

か

に
知

り

ぬ
、
下
品
の
凡

夫
た

だ

正
法
を
誹
謗

せ

ざ
れ

ば

、
仏

を
信
ず

る
因
縁
を

も
つ

て
み
な

往

生
を

得

と
。
」
１
２

と

述

べ
ら
れ

て

い

る
こ

と

か
ら
も
、
五

逆

罪
者

の

得
生
に
お
い

て

阿
弥

陀

仏
に

対
す
る

信
心
が
必

要
で

あ
る
こ

と

が
分

か

る
。 

さ

ら

に
、

第

七
問

答
に
お

い

て
、 

問

ひ

て
い

は

く
、

い
く
ば

く

の
時

を

か
名

づ
け
て

一

念
と

な

す
。

答
へ
て

い

は
く
、

百
一
の
生
滅

を

一
刹
那

と
名

づ
く
。

六

十

の

刹

那
を

名

づ
け

て
一
念

と

な
す

。

こ
の

な
か
に

念

と
い

ふ

は
こ

の
時
節

を
取
ら
ず

。
た

だ
阿
弥

陀

仏
を
憶

念
す

る
を
い

ふ

。

も

し

は
総

相

、
も

し
は
別

相

、
所

観

の
縁

に
随
ひ

て

、
心
に

他
想

な
く
し

て
十
念

相

続
す
る
を
名

づ

け
て

十

念
と

な
す
。

た

だ

名

号

を
称

す

る
も

ま
た
か

く

の
ご

と

し
。
１
３ 

と

、
『

観
経

』
「
下

品
下
生

」
に
お

け

る
十

念
に
つ

い

て
の

具

体
的

な
内
容

が
示
さ

れ

て
お

り
、
そ

の

十
念

と

は
阿

弥
陀
仏

の
全
体
の

す

が

た
、

あ

る
い

は
そ
の
部

分
部

分

を
観

察
の
対

象
と
し

て

、
心

を
専
一

に

し
て
他

の
想

い
を
雑

え

ず
に

十

度
憶

念
す
る

こ
と
で

あ
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り

、
又
は

阿

弥
陀

仏
の
名

号
を
十

度

称
え

る
こ
と

で

あ
る

と

さ
れ
る
。 

次

に

、
誹

謗

正
法

罪
者
の

浄

土
往

生

行
に

つ
い
て

見

て
い

き

た
い

と
思
う

。
先
述

し
た
よ

う
に
、

誹

謗
正
法

罪
者

は
荘
厳
口

業
功

徳

成

就
釈
に

お
い

て
そ
の
得

生
が

示

さ
れ

て
い
る

が

、
「
八

番
問

答

」
の

第

四
問

答
に
お
い
て
、 

問

ひ

て
い

は

く
、
な
ん
ら

の

相
か

こ

れ
正

法
を
誹

謗
す
る

。

答
へ

て
い
は

く

、
も
し

仏
な
く
、
仏

の

法
な
し

、
菩

薩
な
く

、
菩

薩

の

法
な

し

と
い

は
ん
。

か

く
の

ご

と
き

等
の
見

、
も
し

は

心
に

み
づ
か

ら
解
し
、

も
し

は
他
に

従

ひ
て
受

け
、

そ
の
心

決

定

す

る

を
み

な
正
法

を
誹
謗

す

と
名

づ

く
。
１
４ 

と
述

べ
ら

れ

て
い

る
よ
う

に

、
上

記

の
曇

鸞
に
お

け

る
誹

謗

正
法

罪
の
内

容
を
踏
ま

え
る

と
、
そ

の

よ
う

な

者
が

阿
弥
陀

仏
の
名

号

と
説

法
を

聞

く
の

で
あ
る

か

ら
、

そ

こ
に

は
誹
謗

正

法
罪

者

に
お

け
る
得

生
の
前

提

と
し

て
、
誹

謗

正
法

罪
者
に

よ
る
回

心
と
い

う

事

態
を
見

出

す
こ

と
が
で

き

る
と

考

え
る

。
１
５

内
藤

知

康
氏

に

よ
っ

て
、 

阿

弥

陀
仏
の

名
号

の
は
た

ら

き
に

よ

っ
て

謗
法
の
罪

人
も
、

心
を

ひ
る
が

え

し
て
解

脱
を
得
る
と

述

べ
ら
れ

て
い

ま
す
。

結

局

、

な
ぜ
謗

法
の

者
が
浄

土

に
生

ま

れ
る

こ
と
が

で

き
な

い

の
か

と
い
う

と

、
仏
の

存
在
を
否
定

す

る
か

ら

で
す

。
「
仏

な

ん

て

い

な
い

」

と
考

え
て
い

る

者
は

、
浄
土

に
生
ま

れ

る
こ

と

を
願
う
わ
け

が

な
い
。

で
す

か
ら
、

逆

に
仏
の

存
在

を
受
け

容
れ

れ

ば

生
ま

れ

る
こ

と
が
で

き

る
と

い

う
論

理
に
な

る

わ
け

で

す
。

そ
し
て

、
仏
の
存

在
を
否
定
す

る

者
は
、

阿
弥

陀
仏
の

は

た

ら

き

に
よ

っ

て
、

仏
法
を

受

け
容

れ

て
い

く
よ
う

に

な
る

の

だ
と

説
か
れ

て

い
ま
す

。
永
遠
に
救

わ

れ
な

い

わ
け

で
は
な

い

の

で

す

。
１
６ 

と
、

荘
厳

口

業
功

徳
成
就

釈
に
つ

い

て
述
べ
ら
れ

て

い
る

と

こ
ろ

は
、
曇

鸞
に
お
け

る
誹

謗
正
法

罪

者
の

回

心
に

よ
る
往

生
と
い

う
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事

態
を
意

図

し
た
記
述
で

あ

る
と

い

え
よ

う
。
す

な

わ
ち

、
誹
謗

正
法
罪

者

の
回

心

に
よ

る
往
生

と

い
う

事

態
は

、
善
導

の
『
法

事

讃

』

巻
上

「

前
行

法
分
」
広

請
三

宝

に
お

い
て
「
仏

願
力

を

も
つ

て
五
逆

と
十
悪
と

罪
滅

し
て
生

ず

る
こ

と
を
得

、
謗
法

と
闡
提
と

回

心
し
て

み

な
往

く
に
よ

る

。
」
１
７

と

述
べ
ら

れ
て

い

る
と

こ

ろ
に

見
る
こ

と

が
で

き

る
が

、
曇
鸞

に

お
い

て
も
そ

の
よ
う

な
事
態

が
想

定
さ

れ

て
い

た
と
推

知
す
る

と

こ
ろ

で
あ
る

。 

ま

た

、
回

心

後
の

誹
謗
正

法

罪
者

が

修
め

る
浄
土

往

生
行

に

つ
い

て

、
『

論

註
』

巻
下
「

利
行
満

足

章
」
三

願
的
証
に
お

い

て
、 

お

ほ

よ
そ

こ

れ
か

の
浄
土

に

生
ず

る

と
、

お
よ
び

か

の
菩

薩

・
人

・
天
の

所

起
の
諸

行
と
は
、
み

な

阿
弥
陀

如
来

の
本
願

力
に

よ

る

が
ゆ

ゑ

な
り

。
（
中

略

）
願

（

第
十

八
願
）

に

の
た

ま

は
く

、
「
た

と

ひ
わ
れ

仏
を

得
ん
に

、

十
方

の

衆
生
、
心
を
至

し
て

信

楽

し
て

わ

が
国

に
生
ぜ

ん

と
欲

し

て
、

す
な
は

ち
十
念

に

至
る

ま
で
せ

ん

。
も
し

生
ず
る
こ
と

を

得
ず
は

、
正

覚
を
取

ら

じ

。

た
だ
五

逆
と

誹
謗
正

法

と
を

除
く
」

と
。
仏

願

力
に

よ

る
が

ゆ
ゑ
に

十

念
の
念

仏
を
も
つ
て

す

な
は

ち

往
生

を
得
。
１
８ 

と

、
曇
鸞

は

『
論

註
』
巻

下
の
巻

末

に
お

い
て
、
『
大

経
』

第
十

八

願
を

証

文
と

な

し
て
、
阿
弥

陀

仏
の

本

願
力

に
よ
る

十

念
念

仏

を

も

っ
て
往

生
を

得
る
と
示

し
て

お

り
、
こ
の
浄

土

願
生

者
の
中

に
回
心

後
の
誹

謗

正
法

罪
者
が

含

ま
れ

て
い
る

と
す
る

な

ら
ば
、

回

心

後
の

誹

謗
正

法
罪
者
が

修
め

る

浄
土

往
生
行
は

『
大

経

』
第

十
八
願

に
誓
わ

れ

て
い

る
十
念

で

あ
る

と

考
え

る
こ
と

が
で
き

る

。
１
９ 
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第

三

章 

善

導
の

逆
謗
除

取

観 

 
 

第
一

節 

善

導
に
お

け

る
五

逆

罪
者

と
誹
謗

正

法
罪

者

の
往

生
得
否 

『

観

無
量

寿

経
疏

』
（
以

下

、
『
観

経
疏

』

と
略

称
す
る

）
「
散

善

義
」

下

品
下

生
釈
に

お
い
て

、 

問

ひ

て
い

は

く
、
四
十
八

願

の
な

か

の
〔

第
十
八

願

の
〕
ご

と
き

は
、
た

だ

五
逆

と

誹
謗
正
法
と

を

除
き
て

、
往

生
を
得

し

め

ず

。

い
ま

こ

の
『
観
経
』
の

下
品

下

生
の

な
か
に

は

、
謗

法
を
簡
び
て
五

逆
を
摂
せ

る
は
、
な
ん

の

意
か
あ

る
や

。
答
へ

て

い

は

く

、
こ

の
義
仰

ぎ
て
抑

止

門
の

な

か
に

つ
き
て
解

せ
ん

。

四
十

八
願
の

な

か
の
〔

第
十
八
願
の

〕

ご
と
き

、
謗

法
と
五

逆
と

を

除

く
こ

と

は
、

し
か
る

に

こ
の

二

業
そ

の
障
極

重

な
り

。

衆
生

も
し
造

れ

ば
た
だ

ち
に
阿
鼻
に

入

り
、
歴

劫
周

慞
し
て

出
づ

べ

き

に
由

な

し
。

た
だ
如

来

そ
れ

こ

の
二

の
過
を
造

る
こ

と

を
恐
れ
て
、

方

便
し
て

止
め
て
「
往

生

を
得
ず

」
と

の
た
ま

へ

り

。

ま
た

こ

れ
を
摂
せ
ざ

る

に
は

あ

ら
ず

。
ま
た

下

品
下

生

の
な

か
に
、

五

逆
を
取

り
て
謗
法
を

除

く
は
、

そ
れ

五
逆
は

す

で

に

作

れ
り

、
捨
て

て
流
転

せ

し
む

べ

か
ら

ず
。
還
り

て
大

悲
を
発
し
て
摂

取
し
て

往

生
せ
し
む
。

し

か
る

に

謗
法

の
罪
は

い

ま

だ

為

ら
ず

。

ま
た
止
め
て

「

も
し

謗

法
を

起
さ
ば

、

す
な

は

ち
生
ず
る
こ

と
を
得
ず

」
と
の
た
ま

ふ

。
こ

れ

は
未

造
業
に

つ

き

て

解

す
。

も

し
造

ら
ば
、
還

り
て

摂
し
て

生
ず
る

こ

と
を

得

し
め

ん
。
２
０ 

こ

こ

で
は
、
『
論

註

』
巻

上

「
八

番

問
答

」
の
第

二

問
答
に

お
い

て
曇
鸞

が

論
じ

て

い
た
よ
う
に

、
「

逆
謗

除
取

」

の
問

題

に
対

す

る

善

導
の
解

釈

が
示

さ
れ
て

い

る

。
『

大
経

』

第
十

八

願
文
と

『
観

経

』
「

下

品
下

生

」
に
お
け
る
五

逆
罪

者

と
誹

謗
正
法

罪

者
の

往

生

得

否
に
関

す

る
経

説
の
相

違
に
つ

い

て
、

善
導
は
『

大
経

』

第
十

八
願
に

お

け
る
唯

除
逆

謗
の
文

は

、
未

造
業
の

者
に
対

し
て
説
か

れ

た
阿
弥

陀

仏
に

よ
る
抑

止
の
経

説

で
あ
り

、
『
観

経

』
「

下
品

下

生
」

は

、
已

造

業
の
者
に
対
し

て
説

か

れ
た

阿
弥
陀

仏

に
よ

る
摂
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取
の

経
説

で

あ
る
と
し
、
罪

の
有

無

を
も

っ
て
二

経
の
経

説

が
相

違
し
て

い

な
い

こ

と
を

示
し
て

い

る
。 

 
 

 
そ

し
て

、
『
観

経

』
「
下

品

下
生

」

に
お

い
て
誹

謗

正
法

罪

者
の

存
在
は

説
か
れ
て

い
な

い
が
、
『

観
経
疏

』
「
散

善
義
」

下
輩
総

讃

に

お

い
て
「

下
輩
は
下
行
下

根
の

人

な
り

。
十
悪

・

五
逆

等

の
貪

瞋
と
、

四

重
と
偸

僧
と

謗
正
法

と

、
」
２
１

と

述
べ

ら

れ
て

い
る
よ

う

に
、
善

導

は
下

品
下
生

者
の
中

に

誹
謗

正
法
罪

者
を
含

め

て
論

述
し
て

お

り
、
誹

謗
正

法
罪
も

五

逆
罪

と

同
様

に
、
未

造
業
で

あ

る

な

ら
ば
阿

弥
陀

仏
は
方

便
を
も

っ

て
衆

生
が
そ

の

罪
を

犯

さ
な

い
よ
う

に

抑
え
止

め
、

已
造
業

で

あ
る

な
ら
ば

阿
弥
陀

仏
は
大

悲

を
発

し
て

そ

の
罪

者
を
摂

取
す
る

、

と
い

う
解
釈

を

示
し

て

い
る

。 

ま

た

、
『
法

事
讃

』

巻
上

「

前
行

法

分
」

広
請
三

宝

に
お

い

て
も

、 

た

だ

凡
夫
の

乱
想

寄
託
す

る

に
由

な

き
が

た
め
の

ゆ

ゑ
に
、

釈
迦

・
諸
仏

慈

悲
を
捨

て
ず
し
て
、

た

だ
ち

に

西
方

十
万
億

刹
を

指

さ

し
む

。
国
を

極
楽
と

名

づ
け

、
仏
を

弥
陀
と
号

く
。

現

に
ま

し
ま
し

て

説
法

し

た
ま
ふ
。
そ

の

国
清
浄

に
し

て
四
徳

の
荘

厳

を

具
せ

り

。
永

く
譏
嫌

を

絶
ち

、
等
し

く
し
て

憂

悩
な

し
。
人

天
善
悪

み

な
往
生

を
得
。
か
し

こ

に
到
り

ぬ
れ

ば
、
殊

な

る

こ

と

な
く
斉

同
に

不
退
な

り

。
な

ん

の
意

か
し
か

る

と
な

ら

ば
、

す
な
は

ち

弥
陀

の

因
地
に
、
世

饒

王
仏

の

所
に

し
て
位

を
捨

て

て

家
を

出

で
、

す
な
は

ち

悲
智

の
心
広

弘
の
四

十

八
願
を

起
し

た
ま
ふ

。
仏
願

力

を
も
つ
て
五

逆

と
十
悪

と
罪

滅
し
て

生
ず

る

こ

と
を
得

、
謗

法
と
闡

提

と
回

心
し
て

み
な
往
く

に
よ

る

。
２
２ 

と

、
五
逆

罪

者
や

十
悪
等
を

犯
し

た

者
は
阿
弥
陀

仏

の
仏

願

力
に

よ
っ
て

そ

の
罪
が

滅
せ

ら
れ
て

往

生
を

得

る
こ

と
が
で

き
る
と
示

さ

れ

て
お

り
、
ま

た
誹
謗

正

法
罪

者

や
一

闡
提
は
回

心
す

る

こ
と

に
よ
っ

て

往
生
を

得
る

と
示
さ

れ

て
い

る
。
こ

の
文
に

お
い
て

も

『

観

経
疏

』
「
散

善

義
」

下

品
下

生

釈
に

お
い
て

示
さ
れ

て

い
た

内
容
と

同

様
に

、
五
逆
罪
者
と

誹

謗
正

法

罪
者

に
お
け

る

得
生
が



15 

 

示
さ

れ
て

い

る
。 

 
 

第

二

節 

善

導
に

お
け
る
五

逆
罪

者

と
誹

謗
正
法

罪

者
の
浄

土
往

生
行 

『

観

経
疏

』
「
散

善

義
」

下

品
下

生

釈
に

お
い
て

、 

四

に

「
如

此

愚
人

」
よ
り

下

「
生

死

之
罪

」
に
至
る

こ
の

か

た
は

、
ま
さ

し

く
法
を

聞
き
仏
を
念

じ

て
、

現

益
を

蒙
る
こ

と

を

得

る

こ
と

を
明
か

す
。
す

な

は
ち

そ

の
十

あ
り
。

一

に
は

か

さ
ね

て
造
悪

の
人
を
牒

す
る
こ
と
を

明

か
す
。

二
に

は
命
延

久
し

か

ら

ざ
る

こ

と
を
明
か
す

。

三
に

は
臨
終

に
善
知

識

に
遇
ふ

こ
と

を
明
か

す

。
四
に

は
善
人
安
慰

し

て
教
へ

て
仏

を
念
ぜ

し

む

る

こ

と
を
明

か
す

。
五
に

は

罪
人

死

苦
来
り
逼
め

て

、
仏

名
を
念
ず
る
こ

と
を
得
る

に
由
な
き
こ

と

を
明
か

す
。

六
に
は

善

友

苦

し

み
て
失

念
す

と
知
り

て

、
教

を
転
じ

て
口
に
弥

陀
の
名

号
を
称
せ
し

む

る
こ
と

を
明
か
す
。

七

に
は
念

数
の

多
少
、

声

々

間

な

き
こ

と

を
明

か
す
。
八

に
は

罪
を
除

く
こ
と

多

劫
な

る

こ
と

を
明
か

す

。
九
に

は
臨
終
正
念

に

し
て

す

な
は

ち
金
華

来

応

す

る

こ
と

あ

る
こ

と
を
明

か

す
。

十
に
は

去
時
の
遅

疾
、

た

だ
ち

に
所
帰

の
国
に
到

る
こ
と
を
明

か

す
。
２
３ 

と

、
『

観
経

』
「
下

品
下
生

」
の
「

か

く
の

ご
と
き

の

愚
人

、
（
中

略

）
す

な

は
ち

極

楽
世

界
に
往

生

す
る

こ

と
を

得

。
」
２
４

と

い
う

文
に

対
す

る

善
導
の
解
釈
が

示
さ

れ

て
お

り
、
こ

こ

で
は

聞

法
念

仏
す
る

こ

と
に

よ

っ
て

現
生
の

利

益
を

蒙

る
こ

と
が
明

ら
か
に

さ

れ

て

い
る

。

そ
し

て
、
こ

の
十
種

類

の
現

生
利
益
の

中
、

第

六
に

お
い
て

「

善
友
苦

し
み

て
失
念

す

と
知

り

て
、

教
を
転

じ
て
口
に

弥

陀
の
名

号

を
称

せ
し
む

る

こ
と

を

明
か

す

。
」
２
５

と
述
べ

ら

れ
て

い
る
と

こ

ろ
は

、

下
品

下
生
者

が

修
め

る

浄
土

往
生
の

行
が
称

名

念

仏
で

あ

る
こ

と
を
示
す

も
の

で

あ
る

。
ま
た

、
『

観
経

疏

』
「

散
善
義

」

下
輩

総
讃
に

お
い
て

述

べ
ら

れ
て
い

た
よ
う

に

、
善

導
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に

お

い
て
誹

謗
正

法
罪
者
は

下
品

下

生
者

の
中
に
含

ま
れ

た

存
在

で
あ
る

こ

と
を

踏

ま
え

る
と
、

誹

謗
正

法
罪
者

が
修
め

る
浄
土

往

生

行
も
称

名

念
仏
で
あ
る
と

い
え

よ

う
。 

ま

た

、
善

導
に
お

け
る
信

心

論
と

し

て
『
観
経
』

の

三
心

が

あ
る

。
『
観

経

』
「
散

善
義

」

上
品

上

生
に

お
い
て

、 

仏

、

阿
難
お

よ
び

韋
提
希
に

告
げ

た

ま
は

く

、
「
上

品
上

生
と
い

ふ
は
、

も

し
衆

生
あ
り

て
、
か
の

国
に
生

ぜ
ん
と
願
ず

る

も

の

は

、
三

種

の
心

を
発
し

て

即
便

往

生
す

。
な
ん

ら

を
か

三

つ
と

す
る
。

一
つ
に

は

至
誠
心
、
二

つ

に
は

深

心
、

三
つ
に

は
回

向

発

願
心
な

り
。

三
心
を

具

す
る

も

の
は
、
か
な

ら

ず
か

の

国
に
生
ず
。
２
６ 

と
、

そ
の

三

心
は

上
品
上

生
者
に

お

け
る

信
心
と

し

て
限

定

さ
れ

た
も
の

で

あ
る

が

、
『
観

経
疏

』
「

散
善

義
」

上

品
上

生

釈
に

は

、 

十

四

に
上

輩

観
の

行
善
の

文

前
に

つ

き
て

、
総
じ

て
料
簡

し

て
す

な
は
ち

十

一
門
と

な
す
。
（
中
略

）
四

に

は
三
心
を
弁

定
し

て

も

つ
て
正

因
と

な
す
。
（

中

略
）
い
ま

こ

の
十

一

門
の
義

は
、

九
品
の

文

に
約

対
す
る

に
、
一
々

の
品
の

な
か
に
つ
き

て

み

な

こ

の
十

一

あ
り

。
す
な

は

ち
一

百

番
の

義
と
な

す

。
ま

た
こ
の

十
一
門

の
義
は
、

上
輩
の
文
前

に

つ
き

て

、
総

じ
て
料

簡
す

る

も

ま
た
得

た
り

。
あ
る

い

は
中

・

下
輩
の
文
前

に

つ
き

て

、
お

の
お
の

料

簡
す
る

も
ま

た
得
た

り

。
２
７ 

と
述

べ
ら

れ

て
お

り
、
善

導
は
、

上

品
上

生
者
に

お

け
る
信

心
と

し
て
限

定
さ
れ
て

い
た

三
心
を

中

品
者

と

下
品

者
も
具

足
す
る
信

心
と

し
て

適

用
し

て
い
る

。
そ
の

た

め
、

こ
の
説

示
を
踏

ま

え
れ

ば
、
五

逆

罪
者
と

誹
謗

正
法
罪

者

は
浄

土
往
生

行
で
あ

る
称
名

念

仏
を

修
め

る

際
に

、
至
誠

心
・
深

心

・
回

向
発
願

心
の
三

心

を
具

え
る
必

要
が
あ
る

と
い

え
る
。 

最

後

に
、

第

二
章
と
第
三

章
の
内

容

を
端

的
に
ま

と

め
る

と

、
『

大

経
』

第

十
八

願
文
や

第
十
八

願
成
就

文

と
『

観
経
』
「
下

品
下

生

」
に
お

け

る
五

逆
罪
者
と

誹
謗

正

法
罪

者
の
往

生

得
否
に

関
す

る
説
示

の
相
違
に

つ
い

て
、
曇

鸞

は
罪

の

単
複

に
よ
っ

て
会
通
を
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行
っ

て
お

り

、
善

導
は
罪
の

有
無

を

も
っ
て
会
通

を

行
っ

て

い
る

こ
と
か

ら

、
曇

鸞

と
善

導
の
逆

謗

除
取

観

に
は

会
通
の

基
盤
と

な

る
論

理
の

組

み
立

て
に
お

い

て
各

自

の
特

色
が
見
ら

れ
る

も

の
の

、
五
逆

罪

者
と
誹

謗
正

法
罪
者

に

お
け

る

得
生

と
い
う

結
論
は
一

致
し

て
い

る

。
ま

た
、
五

逆

罪
者

と

誹
謗

正
法
罪

者
が
修

め

る
浄

土
往
生

の
行
に

つ

い
て

、
曇
鸞

は

、
五

逆
罪
者

は
『
観

経
』
「
下

品

下

生
」
に

説
か

れ
て
い

る
十
念

を

修
め

る
と
し

、

誹
謗

正

法
罪

者
は
『

大

経
』

第

十
八

願
に
説

か

れ
て

い
る
十

念
を
修

め
る
と

す

る
が

、
善

導

は
両

罪
者
と

も

に
『

観

経
』
「

下
品

下

生
」
に

説
か

れ
て
い

る

十
念

を
修
め

る
と
す

る

の
で

あ

り
、

そ
の
十

念

と
は
曇

鸞
に

お
い

て

は
憶

念
と
称

念
の
二

義

が
示
さ
れ
て

い

た
が

、

善
導

に
お
い

て

は
称
念

に
限

定
さ
れ

て

い
た

。

そ
し

て
、
誹

謗
正
法

罪

者
に

関
し

て

言
え

ば
、
往

生
を
得

る

た
め

に
は
誤
っ

た
見

解

を
翻

す
こ
と

（
回
心
）

が
必

要
で
あ

り

、
こ

の

よ
う

な
理
解

は
善
導
又

は
曇

鸞
に

お

い
て

も
見
る

こ

と
が

で

き
る

。
こ
う

し

た
二

者

の
逆

謗
除
取

観

は
親

鸞

の
逆

謗
除
取

観

の
形

成
過
程

に
お
い

て
、
ど

の

よ

う

な
影

響

を
与

え
た
の

で

あ
ろ

う

か
。 

  

第

四

章 

親

鸞
の

逆
謗
除

取

観 

 
 

第
一

節 

親

鸞
に
お

け

る
五

逆

罪
と
誹
謗
正

法

罪 

第

一

章
に

お

い
て
、
五
逆

罪
と
誹

謗

正
法

罪
の
内

容

を
概

観
し
た

と
こ
ろ

、

そ
れ

ら
の
罪

の
内
容

に

は
多

種
多
様

な
内
容
が

存
在

し

て
い
た

こ

と
か

ら
、
統

一

的
な

内

容
を
示
す
こ

と

は
困

難

で
あ

る
と
思

わ

れ
る
。

そ
の

た
め
、

親

鸞
の

逆

謗
除

取
観
を

考
察
す

る

に

あ

た
り
、

親
鸞
に
お
け

る
五
逆

罪

と
誹

謗
正
法

罪
の
位

置

づ
け

に
つ
い

て

考
察
す

る
必

要
が
あ

る

と
考

え

る
。

ま
た
、

親
鸞
に

お
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け

る
五
逆

罪

と
誹

謗
正
法

罪
の
内

容

は
、
主
に
『
教

行
信

証

』
「

信

文
類

」

逆
謗

除
取
釈

（
以
下
、
「

信
文

類
」
逆

謗
除

取

釈
と

略

称

す

る

）
と

「

親
鸞

聖
人
御

消

息

」
（

以
下

、
「
御
消

息

」
と

略

称
す

る
）
に

お

い
て
示

さ
れ

て
い
る

。 
ま

ず

、
「
信

文
類

」
逆
謗

除

取
釈

の
末
尾

に
お
い

て

、
永

観

（
一

〇
三
三―

一
一

一

一
）

の
『
往

生
拾
因

』

に
お

け
る
五

逆

罪
に

関
す

る
文

が

引
用
さ
れ
て

お

り
、

そ

こ
で

は
慧
沼

（

六
五

〇―

七

一
四
）

の
説
に

よ

っ
て

三
乗
の

五

逆
と

大

乗
の

五
逆
が

示
さ
れ

て

い

る

。
２
８

「

信

文
類

」
逆
謗

除

取
釈

と

い
う
引
用
箇

所

の
性

格
を
踏

ま
え
る

と

、
親

鸞

に
お

け
る
五

逆
罪
の

内
容
の

根
拠
と

し

て

捉
え

る
こ

と

も
で

き
る
と
思

わ
れ

る

が
、
こ
の
引

用

文
の

前

後
に

お
い
て

、

親
鸞
の

自
釈

が
個
別

に

設
け

ら
れ
て

い
な
い

こ

と
を
踏

ま

え

る
と
、
『
往

生

拾
因

』
の
引

用

文
の

み
を
も

っ

て
親

鸞
に
お

け
る
五

逆

罪
の

内

容
を
考
察
す

る

こ
と

は

早
計

で
あ
る

と

考
え

る

。 同

じ

く
「

信

文
類

」
逆
謗

除

取
釈

に

お
い

て
、 

問

う

て
い

は

く
、

な
ん
ら

の

相
か

、
こ
れ

誹
謗
正

法

罪
な

る

や
と

。
答
へ

て

い
は
く

、
も
し
無
仏

・

無
仏

法

・
無

菩
薩
・

無
菩

薩

法

と
い

は

ん
。

か
く
の

ご

と
き

ら
の
見

を
も
つ

て

、
も

し

は
心
に
み
づ

か
ら
解
り

、
も
し
は
他

に

従
ひ
て

そ
の

心
を
受

け

て

決

定

す
る

を
、
み

な
誹
謗

正

法
と

名
づ
く

と
。
２
９ 

と

、
『

論
註

』
巻

上

「
八

番

問
答

」

の
第

四
問
答

が
引
用

さ

れ
て

お
り
、

そ

こ
で

は
曇
鸞
に
お
け
る

誹
謗

正

法
罪

の
内
容

が

示
さ

れ

て

い

る
が

、
先
の

『
往
生

拾

因
』

の

引
用

文
に
対
す

る
態

度

と
同

様
に
、

こ
の
引

用

文
の

み
を
も

っ

て
親

鸞

に
お

け
る
誹

謗
正
法

罪

の
内

容
を

考

察
す

る
こ
と

は
早
計

で

あ
る

と
考
え

る

。
す

な

わ
ち

、
親
鸞

は

、
「
信

文
類
」

逆
謗

除

取
釈

に

お
け

る
五
逆

罪

と
誹

謗

正

法

罪
の

内

容
に

関
す
る
引

用
文

に

対
し

て
、
個

別
に
明

確

な
意

図
を
示

し

て
い

な

い
こ

と
か
ら

、

こ
れ

ら

の
引

用
文
の

み
を
も

っ
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て
、

親
鸞

に

お
け

る
五
逆

罪
と
誹

謗

正
法

罪
の
内

容
を
判

断

す
る

こ
と
は

早

計
で

あ

る
と

い
え
よ

う

。 

次

に

、
「
御

消
息

」
に
お

け

る
五

逆

罪
と

誹
謗
正

法

罪
の

内

容
に

つ
い
て

見
て
い

き

た
い

と
思
う

。
そ
の

第
二
通

に
は
、 

師

を

そ
し

り

、
善

知
識
を

か

ろ
し

め

、
同

行
を
も

あ

な
づ

り

な
ん

ど
し
あ

は

せ
た
ま

ふ
よ

し
き
き

候

ふ
こ
そ

、
あ

さ
ま
し

く
候

へ

。

す
で

に
謗
法

の
ひ
と

な

り
、

五

逆
の

ひ
と
な

り

。
３
０ 

と

、
五
逆

罪

又
は

誹
謗
正

法

罪
と

は

師
を
謗
り
、

善

知
識

を

軽
ん

じ
、
念

仏
の
教
え

を
聞

き
行
ず

る

仲
間

内

で
お

互
い
に

貶
め
合
う

こ

と

で
あ

る
と
示

さ
れ
て

い

る
。

ま

た
、
第
五
通

に

お
い

て

も
、
「

善
知

識

を
お

ろ

か
に

お
も
ひ

、

師
を

そ

し
る

も
の
を

ば
、
謗

法

の

も

の
と
申

す
な

り
。
お

や

を
そ

し

る
も

の
を
ば

、
五
逆

の

も
の

と
申
す

な

り

。
」
３
１

と
第

二

通
と

近

似
し

た

内
容

が
示
さ

れ
て
お

り
、

五
逆

罪

と
は
親
を
謗
る

こ
と

で

あ
り

、
誹
謗

正

法
罪

と

は
善

知
識
を

疎
か
に
し

、
師

を
謗
る

こ

と
で

あ
る
と

さ
れ
て

い
る
。 

そ

し

て
、

二

通
の

内
容
を

対

照
さ

せ

て
み

れ
ば
、

親

鸞
に

お

け
る

五
逆
罪

の

内
容

に
は
親

を
謗
る

こ

と
や

念
仏
の

仲
間
を
貶

め
合

う

こ

と
（
破

和
合

僧
罪
）
が

あ
り

、

誹
謗

正
法
罪
と

は
師

や

善
知

識
を
謗

る

こ
と
で

あ
る

こ
と
が

分

か
る

。 

そ

し

て
、

第

九
通
に
お
い

て

、 

第

十

八
の

本

願
を

ば
、
し

ぼ

め
る

は

な
に

た
と
へ

て

、
人
ご

と
に

み
な
す

て

ま
ゐ
ら

せ
た

り
と
き

こ

ゆ
る

こ
と
、

ま
こ
と

に

謗

法

の

と
が

、
ま
た

五
逆
の

罪

を
好

み

て
、
人
を
損
じ

ま
ど

は

さ
る

る
こ
と

、

か
な
し

き
こ

と
な
り

。

こ
と

に

破
僧

罪
と
申

す
罪

は

、

五
逆
の

そ
の

一
つ
な

り

。
親

鸞
に
そ

ら
ご
と

を

申
し

つ

け
た

る
は
、

父
を
殺
す

な
り
。
五
逆

の

そ
の

一

つ
な

り
。
３
２ 

と

、
『

大
経

』
第

十

八
願
を

萎
ん

だ

花
に

喩
え
る

こ

と
は
誹

謗
正

法
罪
で

あ

り
、

親

鸞
に
嘘
偽
り

を

伝
え

る

こ
と

は
五
逆

罪

の
一
つ

で

あ

る
殺

父

罪
で

あ
る
と
示

さ
れ

て

い
る

。
第
一

章

の
第

二

節
に

お
い
て

、

仏
教
に

お
け

る
誹
謗

正

法
罪

の

具
体

的
な
内

容
は
経

典
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に

よ

っ
て
異

な
る
こ
と
が
考

え
ら

れ

る
と

述
べ
た

が

、
『
教

行
信

証

』
「
教

文

類
」

に

お
い

て
、 

そ

れ

真
実
の

教
を

顕
さ
ば

、

す
な

は

ち
『

大
無
量

寿

経
』

こ

れ
な

り
。
こ

の
経
の
大

意
は
、
弥
陀

、

誓
を
超

発
し

て
、
広

く
法

蔵

を

開
き

て

、
凡

小
を
哀

れ

ん
で

選
ん
で

功
徳
の
宝

を
施
す

る
こ

と
を
致

す

。
（
中
略
）

こ

こ
を
も

つ
て

如

来
の
本
願
を

説
き

て

経

の
宗

致

と
す

、
す
な

は

ち
仏

の
名
号

を
も
つ

て

経
の
体

と
す

る
な
り

。
３
３ 

と
述

べ
ら

れ

て
い

る
よ
う

に

、
浄

土

真
宗

に
お
け

る

正
依

の

経
典

と
は
『

大

経
』
で

あ
り

、
そ
の

『

大
経

』

の
最

も
肝
要

な
事
柄
は

第

十

八
願
を

説
く

こ
と
に

あ

る
と

示

さ
れ

て
い
る

こ

と
か

ら
、
親

鸞
に
お

け

る
誹

謗

正
法

罪
と
は

第

十
八

願

を
誹

謗
す
る

こ
と
で

あ

る

と
い
え

る

。
そ

し
て
、
親

鸞
の

五

逆
罪
に
対
す

る
認
識

と

し
て

殺
父
罪

と
破
和
合

僧
罪

の
二
罪

が

示
さ

れ
て
い

る
こ
と

と
、
「
信

文

類

」
逆

謗

除
取

釈
の
末

尾
に
お

い

て
『
倶
舎
論

』

巻
十

八

に
説

か
れ
て

い

る
五

無

間
業

の
内
容

が

引
用

さ

れ
て

い
る
こ

と
を
踏
ま

え

る

と
、

少

な
く

と
も
親

鸞
は
『

倶

舎
論

』
巻
十

八
に
説

か

れ
て

い
る
五

無

間
業
の

内
容

を
五
逆

罪

と
し

て

受
容

し
て
い

た
と
考
え

る

こ

と
が

で

き
る

。
そ
の

た

め
、

親

鸞
に

お
け
る
五

逆
罪

と

は
『

倶
舎
論

』

巻
十
八

に
説

か
れ
て

い

る
五

無
間
業

の
内
容

で
あ
り

、

誹

謗

正
法

罪
と
は

『
大
経

』

第
十

八

願
を
誹
謗
す

る

こ
と

で

あ
る

と
位
置

づ

け
る

こ

と
が

で
き
る

。 

 

第

二

節 

親

鸞
に

お
け
る
五

逆
罪

者

と
誹

謗
正
法

罪

者
の
往

生
得

否 

曇

鸞

と
善

導
の
逆

謗
除
取

観
に
お

い

て
示

さ
れ
て

い

た
よ

う

に
、
「

逆
謗

除

取
」

の

問
題

は
、
『

大

経
』

第
十
八

願
文
や

第
十
八

願

成

就

文
に

誓

わ
れ

て
い
る
五

逆
罪

者

と
誹

謗
正
法

罪

者
の

不

生
と

い
う
説

示
と

、
『
観
経
』
「
下
品

下

生
」

に

説
か

れ
て
い

る
五
逆

罪

者
と

十
悪

の

者
等
の
得
生
と

い
う

説

示
と

の
相
違

に

あ
る

こ

と
か

ら
、
こ

の
問
題
は

『
大

経
』
と

『

観
経

』

の
経

説
を
会

通
す
る

こ
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と

に

よ
っ

て
解
決
す
る
こ

と

が
で

き

る
と

い
え
る
。

し
か

し

、
親

鸞
は
「

信

文
類

」

逆
謗

除
取
釈

に

お
い

て

、
上

記
の
解

決
方
法
を

用
い

ず
に

、
『
涅

槃

経
』
四

文
を

引

用
す

る
こ
と

に

よ
っ

て
会
通

を
行
っ

て

い
る

。
紙
幅
の
都
合

上

、
本

節

で
は

『
涅
槃

経

』
四

文

の
中

、
現

病

品
の

引
用
文
に

焦
点

を

当
て
て
、
親

鸞
の
逆

謗

除
取

観
に
つ

い

て
見
て

い
き

た
い
と

思

う
。 

『

涅

槃
経

』

現
病

品
の
引

用

文
に

は

、 

そ

れ

仏
、

難

治
の

機
を
説

き

て

、
『

涅
槃

経

』
（
現

病

品
）
に

の
た

ま
は
く

、
「

迦
葉
、
世

に

三
人
あ

り
、
そ

の
病
治
し
が

た

し

。

一
つ

に

は
謗

大
乗
、

二

つ
に

は
五
逆

罪
、
三
つ

に
は

一

闡
提

な
り
。

か
く
の

ご

と
き
の
三
病

、

世
の
な

か
に

極
重
な

り

。

こ

と

ご
と

く
声
聞

・
縁
覚

・

菩
薩

の

よ
く
治
す
る

と

こ
ろ

に

あ
ら

ず
。
善

男

子
、
た

と
へ
ば
病
あ

れ

ば
か

な

ら
ず

死
す
る

に
治

す

る

こ
と

な

か
ら

ん
に
、

も

し
瞻

病

随
意
の
医
薬

あ

ら
ん

が

ご
と

し
。
も

し

瞻
病

随

意
の
医
薬
な

か

ら
ん

、

か
く

の
ご
と

き
の

病

、

さ
だ

め

て
治

す
べ
か

ら

ず
。

ま

さ
に
知
る
べ

し

、
こ

の

人
か

な
ら
ず

死
せ
ん

こ

と
疑
は
ず
と

。

善
男
子

、
こ

の
三
種

の
人

ま

た

ま
た
か

く
の

ご
と
し

。

仏
・

菩

薩
に

従
ひ
て

聞

治
を
得

を
は

り
て
、

す

な
は
ち

よ
く

阿
耨
多

羅

三
藐
三

菩
提

心
を
発

せ

ん

。

も
し
声

聞
・

縁
覚
・

菩

薩
あ

り

て
、

あ
る
い

は

法
を
説

き
、

あ
る
い

は

法
を
説

か
ざ
る
あ
ら

ん

、
そ
れ

を
し

て
阿
耨

多

羅

三

藐

三
菩

提

心
を

発
せ
し

む

る
こ

と

あ
た

は
ず
」
と

。
３
４ 

と
あ

る
が

、

親
鸞
は
『
涅

槃

経
』

現

病
品
の
原
文

に

対
し

て

文
章

の
挿
入

と
訓
み
替

え
を

行
っ
て

お

り
、

原

文
の

意
を
変

更
し
て
い

る
３
５

。

具
体

的
に
は
、
原
文

で

は
五

逆

罪
者
と
誹
謗

正

法
罪

者
と
一

闡
提
（

難

治
の

三

病
）

は
、
声

聞
・
縁

覚
・
菩

薩
の
二

乗

・

三

乗
の
教

法

に
よ

っ
て
治

療
す
る

こ

と
が

で
き
ず

、

そ
れ

ら

の
罪

者
は
看

病

人
と
医

師
と

医
薬
の

有

無
に

か

か
わ

ら
ず
必

死
不
可

治

で

あ

る
と
説

か
れ

て
い
る
が

、
親

鸞

は
文

章
の
挿

入
と
訓

み

替
え

に
よ
っ

て

、
五

逆

罪
者

と
誹
謗

正

法
罪

者

と
一

闡
提
は

看
病
人
と
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医

師
と
医

薬

が
有

る
な
ら

ば
不
可

治

で
は

な
い
と

し

、
そ

れ

ら
の

罪
者
は

仏
や
菩

薩

に
従

っ
て
、

聞

法
す

れ
ば
菩

提
心
の

発
心
が
可

能
で

あ
る

こ

と
を
示
し
て

い
る
。

す

な
わ

ち
、
親

鸞
は
『

涅

槃
経

』
現
病

品
の
文
に

変
更

を
加
え

る

こ
と

に
よ
っ

て
、
難

治
の
三

病

と

さ

れ
る
五

逆
罪

者
と
誹

謗

正
法

罪

者
と
一
闡
提

が

仏
力

に

よ
っ

て
菩
提

心
を
発
し

、
さ

と
り
を

得

る
こ

と
が
可

能
に
な

る
こ
と
を

示
し

て
い

る

の
で

あ
る
。
そ

し
て

、

親
鸞
は

、
『

涅

槃
経

』

四
文
の
引
用

後

に
お

い

て
、 

こ

こ

を
も

つ

て
い

ま
大
聖

（

釈
尊

）

の
真

説
に
よ

る

に
、

難

化
の
三
機
、

難
治
の
三

病
は
、
大
悲

の

弘
誓
を

憑
み

、
利
他

の
信

海

に

帰
す

れ

ば
、

こ
れ
を
矜

哀
し

て
治
す

、
こ
れ

を

憐
憫

し

て
療
し
た
ま

ふ
。
た

と

へ
ば
醍
醐
の

妙

薬
の
、

一
切

の
病
を

療
す

る

が

ご
と

し

。
濁

世
の
庶

類

、
穢

悪

の
群

生
、
金

剛

不
壊

の

真
心

を
求
念

す

べ
し
。

本
願
醍
醐
の

妙

薬
を
執

持
す

べ
き
な

り

と

、

知
る

べ

し
。
３
６ 

と
、

五
逆

罪

者
と

誹
謗
正

法

罪
者

と

一
闡

提
は
阿

弥

陀
仏
の

大
慈

悲
の
誓

願
に
ま
か

せ
、

他
力
回

向

の
信

心

に
帰

す
れ
ば

、
阿
弥

陀

仏
は

そ
の

者

た
ち
を
深
く
哀

れ
み

救

済
す

る
と
述
べ

て
い

る

よ
う

に
、
五

逆

罪
者
と

誹
謗

正
法
罪

者

の
得

生

を
示

し
て
い

る
。 

 

続

け
て

、
「
信

文

類
」

逆

謗
除

取

釈
に

は
、 

そ

れ

諸
大

乗
に
よ

る
に
、
難

化
の

機
を
説

け
り
。

い

ま
『

大

経
』

に
は
「

唯

除
五
逆

誹
謗

正
法
」

と

い
ひ

、

あ
る

い
は
「

唯

除

造

無

間
悪

業

誹
謗

正
法
及

諸

聖
人

」
（
如

来

会
・

上

）
と

の

た
ま

へ
り
。
『

観

経
』
に
は

五
逆
の

往

生
を

明

か
し
て
謗
法
を

説
か

ず

。
『

涅
槃

経
』
に

は
難

治

の
機
と

病
と
を
説
け

り

。
こ

れ

ら
の

真
教
、

い

か
ん

が
思
量

せ
ん
や
。
３
７ 

と

、
『

大
経

』
・
『

無

量
寿
如

来
会

』
・
『
観

経

』
・
『

涅

槃
経

』
に

お

け
る

五

逆
罪

者
と
誹

謗
正
法

罪

者
の
往

生
得

否
に
つ
い

て
の

相

違

が
問

い
と

し

て
提

起
さ
れ

て

お
り

、

そ
の
答
え
と

し

て
、

曇

鸞
の

『
論
註

』

巻
上

「

八
番

問
答
」

と

善
導

の

『
観

経
疏
』
「

散

善
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義

」

下
品

下

生
釈
や
『
法

事

讃
』

巻

上
「

前
行
法

分

」
広

請

三
宝

に
お
け

る

文
が
引

用
さ

れ
て
い

る

。 

そ

し

て

、
『

浄
土
文

類
聚

鈔

』
念

仏

正
信

偈
に
お

い

て
「

惑

染
・

逆
悪
斉

し

く
み

な
生
じ

、
謗
法

・
闡
提

回

す
れ

ば
み
な

往

く

。
」

３
８

と

述

べ
ら

れ

て
い

る
と
こ

ろ

を
見

る

と
、
『

法
事

讃

』
巻

上

「
前

行
法
分

」

広
請

三
宝
に

お
け
る

文

か
ら

の

影
響

を
考
え

る
こ
と

が

で

き
る

が

、
曇

鸞
に
お

い

て
も

誹

謗
正

法
罪
者
の

回
心

に

よ
る

往
生
と

い

う
事

態

が
想

定
さ
れ

て

い
た

こ

と
を

踏
ま
え

る
と
、
そ

の
影

響
の

所

在
を

明
か
に

す

る
た

め

に
は

詳
細
な
考

察
が

必

要
で

あ
る
と

考
え
る
。

し
か

し
、
個

人

に
よ

る

影
響

を
明
確

に
せ
ず

、

そ

れ

を
曇

鸞

と
善

導
か
ら
の

系
譜

と

し
て
捉
え
る

な

ら
ば

、

五
逆

罪
者
と

誹

謗
正

法

罪
者

に
お
け

る

得
生

と

い
う

結
論
の

一
致
や

「

信

文
類

」

逆
謗

除
取
釈
に

お
け

る

二
者
の
著
作

の

引
用

に

よ
り

、
親
鸞

の
逆
謗
除

取
観

が
二
者

の

逆
謗

除

取
観

を
継
承

し
た
も

の

で

あ

る
と

考

え
る

こ
と
が

で

き
る

。 

  
 

第
三

節 

親

鸞
に
お

け

る
五

逆

罪
者

と
誹
謗

正

法
罪

者

の
浄

土
往
生

行 

 

「

信
文

類

」
逆

謗
除
取

釈
に
お

い

て
、

親
鸞
は
、

五
逆

罪

者
と

誹
謗
正

法

罪
者

は

阿
弥

陀
仏
の

誓

願
に

ま
か
せ

、
他
力

回
向
の
信

心
に

帰
す

れ

ば
、

阿
弥
陀

仏
に
よ

っ

て
救
わ
れ
る

と

示
し

て

い
る

の
で
あ

る

か
ら

、

親
鸞

に
お
け

る

五
逆

罪
者
と

誹
謗
正

法
罪
者
の

浄

土

往
生
の

因
は

、
『
大

経

』
第

十

八
願

に
誓
わ

れ

て
い

る
他
力

回
向
の

信

心
で

あ

る
と

い
え
る

。 

そ

し

て

、
『

尊
号

真

像
銘

文

』
の

第

十
八

願
文
釈
に

お
い

て

、 

「

至

心
信

楽

」
と

い
ふ
は

、
「

至
心

」
は
真

実
と

申
す
な

り

、
真

実
と
申

す

は
如

来
の
御
ち
か
ひ
の

真
実

な

る
を
至
心
と

申
す

な

り

。
煩

悩

具
足

の
衆
生

は

、
も

と

よ
り

真
実
の
心

な
し

、

清
浄

の
心
な

し

、
濁
悪

邪
見
の
ゆ
ゑ

な

り
。
「

信
楽
」

と
い

ふ
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は

、

如
来
の

本
願

真
実
に

ま

し
ま

す

を
、

ふ
た
ご

こ

ろ
な

く

ふ
か

く
信
じ

て
疑
は
ざ

れ
ば

、
信
楽

と

申
す
な

り
。

こ
の
「

至

心

信

楽

」
は

、

す
な

は
ち
十

方

の
衆

生
を
し

て
わ
が

真

実
な

る
誓
願

を
信
楽

す

べ
し
と

す
す

め
た
ま

へ

る
御
ち

か
ひ

の
至
心

信

楽

な

り

、
凡

夫

自
力

の
こ
こ

ろ

に
は

あ

ら
ず

。
「
欲

生

我
国

」
と
い

ふ
は
、

他

力
の

至

心
信
楽
の
こ
こ

ろ
を
も

つ
て

、
安
楽

浄

土

に

生

れ
ん

と

お
も

へ
と
な

り

。
３
９ 

と
述

べ
ら

れ

て
い

る
よ
う

に

、
こ

の

『
大

経
』
第

十

八
願
の

三
心

に
対
す

る
親
鸞
の

解
釈

を
重
ね

合

わ
せ

て

み
れ

ば

、
「

他

力
回

向

の
信

心
」

と

は
第

十
八
願
を

ふ
た

ご

こ
ろ

な
く
信
じ

る
と

い

う
こ

と
で
あ

る

。
そ

の

た
め

、
親
鸞

に

お
け

る

五
逆

罪
者
と

誹
謗
正

法

罪

者
の
浄

土

往
生
の
因
と

は

、
『
大

経
』
第

十
八

願
に
対
す

る
無

疑
心
で

あ

る
と

い

え
よ

う
。 

ま

た

、
同

じ

く
『

尊
号
真

像

銘
文

』

の
第

十
八
願

文

釈
の

末

尾
に

は
、 

「

唯

除
五

逆
誹
謗

正
法
」

と

い
ふ

は

、
「

唯

除
」

と

い
ふ

は

た
だ

除
く
と

い

ふ
こ

と

ば
な
り
。
五
逆

の
つ

み

び
と

を
き
ら

ひ

誹

謗

の

お
も

き
と
が

を
し
ら

せ

ん
と

な

り
。

こ
の
ふ

た

つ
の

罪

の
お

も
き
こ

と

を
し
め

し
て

、
十
方

一

切
の
衆

生
み

な
も
れ

ず
往

生

す

べ
し

と

し
ら

せ
ん
と

な

り
。
４
０ 

と

、
『

大
経

』
第

十

八
願
に

誓
わ

れ

て
い

る
唯
除

逆

謗
の
文

に
対

す
る
親

鸞

の
解

釈
が
示
さ
れ
て
お

り
、

そ

こ
で

は
善
導

の

逆
謗

除

取

観
と
同

様

に
、
唯
除
逆

謗
の
文

は

阿
弥

陀
仏
に

よ

る
摂

取

と
抑

止
の
意

が

あ
ら

わ

さ
れ

た
経
説

と

し
て

解

釈
さ

れ
て
い

る
。
４
１ 
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結

論 

 
親

鸞
の

逆

謗
除

取
観
は

、
曇
鸞

と

善
導
の
逆
謗

除

取
観

と

同
様

に
五
逆

罪

者
と
誹

謗
正

法
罪
者

の

得
生

を

示
し

て
い
る

が
、
そ

の

得

生
を
示

す

過
程
に
お
い

て
『
涅

槃

経
』

を
引
用

し

て
い

た

と
こ

ろ
や
、

五

逆
罪

者

と
誹

謗
正
法

罪

者
の

浄

土
往

生
行
に

つ
い
て

、

曇

鸞
と
善

導

が
信

心
具
足
の

十
念

を

示
し

て
い
た
の

に
対

し

て
、

親
鸞
は

『
大
経
』

第
十

八
願
に

誓

わ
れ

て
い
る

他
力
回

向
の
信

心

を

も

っ
て
五

逆
罪

者
と
誹

謗

正
法

罪

者
の
得
生
を
示

し
て

い

た
と

こ
ろ
に

特

色
が

あ

る
と

考
え
る

。

そ
し

て
、
『

大

経
』

第

十
八

願

に
誓

わ
れ

て

い
る
唯
除
逆

謗
の
文

と

は
、
重
罪
と

さ

れ
る
五

逆
罪

と
誹
謗

正

法
罪
を

犯
し

た
者
の

当

然
の

帰

結
が

誓
わ
れ

た
経
文
で

は

な

く
、

一

切
衆

生
に
浄

土

往
生

し

て
ほ

し
い
、

と

い
う
阿

弥
陀

仏
に
よ

る
大
悲
が

裏
付

け
さ
れ

た

経
文

で

あ
っ

た
の
で

あ
る
。 

最

後

に
、

本

論
文
の
テ
ー

マ
は
性

質

上
、
そ
の
目

的

が
五

逆

罪
者

と
誹
謗

正

法
罪

者
に
お

け
る
往

生

得
否

を
考
察

す
る
こ
と

に
あ

る
と

い
う

傾

向
を

抱
え
て
い

る
が

、

本
論

文
の
内

容
を
概

観

す
れ

ば
、
そ

の
傾
向
を

克
服

す
る
こ

と

が
で

き

ず
、

五
逆
罪

者
と
誹

謗

正

法

罪
者
に

お
け

る
往
生
の

得
否

を

考
察
す
る
こ

と

に
終

始

し
て

し
ま
っ

た

こ
と

が

否
め

な
い
。

し

か
し

、
「
五

逆

罪
者

と

誹
謗

正

法

罪

者
の

往

生
得

否
」
と

い

う
項

目

に
加
え
て
、
「

五

逆
罪

者
と

誹

謗
正

法

罪
者

の
浄
土
往
生
行

」

と
い

う

項
目

を
設
定

し

て
、
曇

鸞

・

善
導

・

親
鸞
の
逆
謗

除

取
観

を

考
察
し
た
と

こ

ろ
に

本

論
文

の
意
義

が

あ
っ

た

よ
う

に
思
う

。 

 
 



 

 

   

註 

 

１ 

『

総

合
仏

教
大

辞

典
』
全

一
巻

、

三
九

四
頁―

三

九
五

頁

。 

２ 

『

大

正
蔵

』
九

、

三
三

六

頁
中

。 

た

だ

し
、
書
き
下

し
文
は

、

龍
谷

大

学
編

『
佛
教

大

辞
彙

』
「
五

逆

」
（
一

二

六
四

頁
下
）

に
お
け

る

当
該

の

文 

を
参

照
し

た

。 

３ 

『

望

月
仏

教
大

辞

典
』
第

五
巻

、

四
三

二
七
頁

下

。 

４ 

『

望

月
仏

教
大

辞

典
』
第

五
巻

、

四
三

二
七
頁

下―

四

三

二
八

頁
上
。 

５ 

『

七

祖
篇
（
註

釈

版
）
』

九

四
頁

。 

６ 

『

七

祖
篇
（
註

釈

版
）
』

九

四―

九

五
頁

。 

７ 

村

上

速
水

『
教

行

信
証
を

学
ぶ

』

一
七

二―

一

七

三
頁

。 

８ 

『

七

祖
篇
（
註

釈

版
）
』

一

二
八

頁

。 

９ 

『

七

祖
篇
（
註

釈

版
）
』

九

六
頁

。 

１
０ 

『

七

祖
篇

（
註

釈

版
）
』

九

六
頁

。 

１
１ 

『

七

祖
篇
（
註

釈

版
）
』

九

六―

九

八
頁

。 

１
２ 

『

七

祖
篇
（
註

釈

版
）
』

九

四
頁

。 

 
 

ま
た

、

引
用

文
中
に

お

け
る

「

信
仏

因
縁
」

と

い
う
語

句
の

意
味
を

巡
っ
て
は

、
様

々
な
見

解

が
提

示

さ
れ

て
い
る

。 

①

是

山
恵

覚

『
往

生
論
註

講

義
』

一

〇
頁 



 

 

 

②

香

月
院

深

励
『

浄
土
論

註

講
義

』

七
三―

七
六

頁 

③

豊

水
楽

勝
『
往

生
論
註
』
（

宇
野

円
空

編

『
真

宗

聖
典

講

讃
全

集

２ 

三

経
七

祖

之
部
上
』
三
七

九―

三

八
二
頁
） 

④

福

原
亮

厳

『
往

生
論
註
の

研
究

』

九
九―

一
〇

二

頁 

⑤

早

島
鏡

正

、
大

谷
光
真

『

浄
土

論

註
』

五
四―

五

五
頁 

１
３ 

『

七

祖
篇
（
註

釈

版
）
』

九

八
頁

。 

１
４ 

『

七

祖
篇
（
註

釈

版
）
』

九

五
頁

。 

１
５ 

福

原

亮
厳
氏
に

よ

っ
て

、
次
の

よ

う
に
述
べ
ら

れ

て
い

る

。 

こ

こ

で
一

の
問
題

を
生
ず

。
論
註

上

巻
の

八
番
問

答

の
中

の

一
問

答
に
お

い

て

、
「
誹
謗

正

法
」

は

必
ず

往
生
を

得
ず
と

説

か

れ
て

い

る
の

に
、
論

註

下
巻
に

は
「

誹
謗
正

法

」
等

の

人
び

と
も
、

仏

名
を

聞
い
て

解
脱
を

得
、
如

来
の
家

に
入
る

等

と

い
う

。

こ
れ

は
矛
盾

で

は
な

い

か
。
思
う
に

、

上
巻

の

場
合

は
未
回

心

の
人

に
就
き

、
下
巻

は
回
心

の
人
に

就
く
。

ま

た

上
巻

は
抑
止

の
意
を

存
し
、

下

巻
は

摂
取
の

義

を
顕

わ

す
故

と
云
え

る
で
あ

ろ

う
。 

（

福
原
亮

厳

『
往
生
論
註

の
研
究

』
二
八

五
頁
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
６ 

内

藤

知
康

『
基

礎
か
ら
学

ぶ
浄

土

真
宗
３ 

信

心
と
利

益―

救

い
の
よ

ろ

こ
び―

』
八

六
頁
。 

１
７ 

『

七

祖
篇
（
註

釈

版
）
』

五

一
八

頁

。 

１
８ 

『

七

祖
篇

（
註

釈

版
）
』
一

五
五―

一
五

六
頁
。 

１
９ 

曇

鸞
に
お

け
る
誹

謗
正

法

罪
者

の

浄
土

往
生
行

に

つ
い

て

、
梯

実
円
氏

は
次
の

よ

う
に

述
べ
て

い
る
。 

『

往

生
論

註

』
下

巻
（
『

註

釈

版
』

七
祖

篇

一
二

八

頁
）

の

仏
の

口
業
功
徳

を
讃

え

る
釈

の
な
か

に
、
「
慢

心
を

お

こ
し

て

正

法

を
誹

謗
し
、

賢
聖
を

毀

呰
（

謗
る
）

し
た
」

よ

う
な

謗

法
の

も
の
で

あ

っ
て

も
、
心

を
翻
し

て

「
阿

弥
陀
如

来
の
至

徳

の

名
号

、

説
法
の
音
声

を
疑
い

な

く
聞

く
な
ら

ば

」
、
そ

の
よ

う

な
極

重

の
罪

業
も
名

号
の
は

た
ら
き

に
よ
っ

て
転
換

さ

れ

て
浄

土
へ
生

ま
れ
る

こ

と
が

で

き
る

と
説
か

れ

て
い

ま

す
。

す
な
わ

ち

謗
法

の
過
ち

に
気
づ

い

て
慚

愧
し
、

本
願
を

信

じ

て
念

仏
す
る

よ
う
に

な

れ
ば

、

そ
の

罪
業
は

転

換
さ

れ

て
か

な
ら
ず

極

楽
に

往
生
で

き
る
と

い

わ
れ
て

い
る
の
で

す

。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（

梯

実
円

『
聖
典

セ

ミ
ナ

ー
教
行

信
証 

信
の
巻

』
四
四

七
頁
） 

ま

た

、
『
論

註
』
に

お
け

る
願
生

者

と
浄

土
往
生

行
の
関

係

に
つ

い
て
、

遠

山
信

証
氏
に

よ
っ
て

、 



 

 

 

①

高

位
の

願

生
者

（
上
品

生

等
）

は

五
念

門
、
低

位

の
願

生

者
（

下
品
下

生
等
）

は
称
名

中
心
の

五
念
門

を
修
す

る 

②

高

位
の

願

生
者

（
上
品

生

等
）

は

五
念

門
、
低

位

の
願

生

者
（

下
品
下

生
等
）

は
十
念

を
修
す

る 

③

高

位
の

願

生
者

（
上
品

生

等
）

と

低
位

の
願
生

者

（
下

品

下
生

等
）
は

と
も
に

五
念
門

を
修
す

る 

 

と

、
こ

れ

ま
で

に
提
出

さ

れ
て

い

る
各

説
の
内

容
を
大

別

し
て

整
理
す

れ

ば
、
上

記
の

三
点
に

集
約
す

る

こ
と
が
で
き
る

と
さ

れ

て

い
る

よ

う
に

、
『
論

註

』
に

お

け
る
浄
土
往

生

行
に

つ

い
て

は
見
解

が

分
か

れ

る
と
こ
ろ
で
あ

る
。 

（
遠

山
信

証

「
『

往

生
論

註

』
に
お

け
る
修
道
構

造

の
枠

組

」
一

頁
） 

２
０ 

『

七

祖
篇
（
註

釈

版
）
』

四

九
四

頁

。 

２
１ 

『

七

祖
篇
（
註

釈

版
）
』

四

九
六

頁

。 

 
 

ま
た

、

善
導
に
お
け

る
下
品

下

生
者

の
位
置

づ

け
に

つ

い
て

、
山
本

仏

骨
氏
は

次
の

よ
う
に

述

べ
て

い
る
。 

下

下

品
に

は

「
五

逆
十
悪

具

諸
不

善

」
と

説
か
れ

る

。
善

導

は
こ

れ
を
重

罪
の
凡

夫
と
い

っ
て
い

ら
れ
る

が

、
こ
の
中
に

謗

法

を
含

む

や
否

や
と
い

う

問
題

が

あ
る

。
『
散

善

義
』

下

品
総

讃
の
文

（

真
聖

全
一
、

五
五
六

）

に
は

「
十
悪

五
逆
等

貪

瞋

、
四

重

偸
僧
謗
正
法

」
と
あ

り

、
善

導
は
含

む

と
見

る

の
で

、
そ
れ

は

経
説

の
「
具

諸
不
善

」

か
ら

推
知
す

る
の
で

あ

ろ

う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
山

本
仏
骨

『

観
経
疏
散
善

義

鑚
仰

』

一
〇

五
頁
） 

２
２ 

『

七

祖
篇
（
註

釈

版
）
』

五

一
七―

五
一

八
頁
。 

２
３ 

『

七

祖
篇
（
註

釈

版
）
』

四

九
五

頁

。 

２
４ 

『

註

釈
版

』
一

一

五―

一

一
六

頁

。 

２
５ 

『

七

祖
篇
（
註

釈

版
）
』

四

九
五

頁

。 

２
６ 

『

註

釈
版

』
一

〇

八
頁

。 

２
７ 

『

七

祖
篇
（
註

釈

版
）
』

四

五
三―

四
五

四
頁
。 

２
８ 

『

教

行
信

証

』
「

信
文
類

」

逆
謗

除

取
釈

の
末
尾

に

お
い

て

、
次

の
よ
う

に

引
用

さ

れ
て

い
る
。 

五

逆

と
い

ふ

は
（

往
生
十

因

）
、
「

も

し
溜

洲
に
よ

る

に
五

逆

に
二

あ
り
。

一

に
は

三
乗
の

五
逆
な

り

。
い
は

く
、

一
つ
に

は

こ

と
さ

ら

に
思

う
て
父

を
殺
す

、

二
つ

に
は
こ

と

さ
ら

に

思
う

て
母
を
殺

す
、

三
つ
に

は
こ
と

さ

ら
に

思
う
て

羅
漢
を

殺

す

、
四

つ
に
は

倒
見
し

て
和
合

僧

を
破

す
、
五

つ

に
は

悪

心
を

も
つ
て
仏

身
よ

り
血
を

出
す
。

恩
田
に

背
き
福

田
に
違



 

 

 

す

る

を
も

つ

て
の

ゆ
ゑ
に

、
こ
れ

を

名
づ

け
て
逆

と

す
。

こ

の
逆

を
執
す

る
も
の

は
、
身

壊
れ
命

終

へ
て

、
必
定

し
て
無

間

地

獄
に

堕
し
て

、
一
大

劫

の
う

ち

に
無

間
の
苦

を

受
け

ん

、
無

間
業
と
名

づ
く

。
ま
た

『
倶
舎

論

』
の

な
か
に

、
五
無

間

の

同
類

の
業
あ

り
。
か

の
頌
に

い

は
く

、
〈
母
・

無
学

の

尼
を

汚
す
、
〔
母

を
殺

す
罪

の

同
類

。
〕

住
定

の
菩

薩

、
〔
父
を

殺

す

罪
の

同

類
。
〕

お
よ

び

有
学

・

無
学
を
殺
す

、
〔
羅
漢

を
殺
す

同
類

。
〕

僧
の

和
合
縁

を
奪

ふ

、
〔
僧

を
破

す

る
罪

の
同

類

。
〕

卒
都

婆
を
破

壊
す

る

、
〔
仏

身
よ

り
血
を

出
す

〕
〉

と
。

二
つ
に

は
大
乗
の

五
逆

な
り
。
『

薩
遮
尼

乾
子

経

』
に

説
く

が

ご

と
し

。
〈
一
つ

に
は

塔

を
破

壊
し
経

蔵
を
焚
焼

す
る

、

お
よ

び
三
宝

の

財
物

を

盗
用

す
る
。

二

つ
に

は
三
乗

の
法
を

謗

り

て
聖

教
に
あ

ら
ず
と

い

う
て

、
障
破

留
難
し

隠

蔽
覆

蔵

す
る

。
三
つ
に

は
一

切
出
家

の
人
、

も
し
は

戒
・
無

戒
・
破

戒

の

も
の

を
打
罵

し
訶
責

し

て
、

過

を
説

き
禁
閇

し

還
俗

せ

し
め

、
駆
使

債

調
し

断
命
せ

し
む
る

。
四
つ

に
は
父

を
殺

し

、

母
を

害
し
、

仏
身
よ

り
血
を

出

し
、

和
合
僧

を

破
し

、

阿
羅

漢
を
殺
す

。
五

つ
に
は

謗
じ
て

因
果
な

く
、
長

夜
に
つ

ね

に

十
不

善

業
を

行
ず
る

な

り
〉

と

。
か

の
『
経

』
（

十
輪

経
）

に

い
は

く

、
〈
一

つ
に

は

不
善

心

を
起

し

て
独

覚
を
殺

害

す

る

、
こ

れ
殺
生

な
り
。

二
つ
に

は

羅
漢

の
尼
を

婬

す
る

、

こ
れ

邪
行
と

い
ふ
な

り
。
三

つ
に
は

所
施
の

三
宝
物

を
侵
損

す

る

、
こ

れ
不
与

取
な
り

。

四
つ

に

は
倒

見
し
て

和

合
僧

衆

を
破

す
る
、
こ

れ
虚

誑
語
な

り
〉
」

と
。 

（
『

註

釈
版

』
三
〇

三―

三

〇
五

頁
） 

２
９ 

『

註

釈
版

』
二

九

八
頁

。 

３
０ 

『

註

釈
版

』
七

四

〇
頁

。 

３
１ 

『

註

釈
版

』
七

四

五
頁

。 

３
２ 

『

註

釈
版

』
七

五

五
頁

。 

３
３ 

『

註

釈
版

』
一

三

五
頁

。 

３
４ 

『

註

釈
版

』
二

六

六―

二

六
七

頁

。 

 
 

ま
た

、

引
用

文
中
に

お

け
る

「

菩
薩

」
に
つ

い

て
、
岡

亮
二

氏
は
次

の

よ
う

に

述
べ

て
い
る

。 

「

声

聞
・

縁

覚
・

菩
薩
」

に
出
て

く

る
「

菩
薩
」

と

「
仏

・

菩
薩

」
の
「

菩

薩
」

と
は
違

う
意
味

に
使
わ

れ
て
い

ま
す
。

「

仏

・
菩

薩

」
の

菩
薩
は

、
仏
の

教

え
に

従
っ
て

い

る
菩

薩

な
の

で
す
ね

。

仏
の

言
葉
の

ご
と
く

に

動
い

て
い
る

菩
薩
だ

か

ら

「
仏

・

菩
薩

」
と
い

わ

れ
て

い

る
の

で
す
。

仏

に
随

順

し
仏

の
心
と
重

な
っ

て
い
る

の
で
す
。

こ
れ
に

対
し

て
「
声



 

 

 

聞

・

縁
覚

・

菩
薩

」
の
菩

薩
は
、

菩

薩
が

勝
手
に

自

分
の

思

う
よ

う
に
動
い

て
い

る
、
そ

う
い
う

菩
薩
で

す
。
こ

の
菩
薩

は

、

す
で

に
自
分

は
独
自

の
行
動

を

と
れ

る
と
増

上

慢
に

な

っ
て

い
る
菩

薩
だ
と

い
え
る

の
で
は
な

い
か
と

思
い

ま
す
。 

（

岡

亮
二

『
『
教

行

信
証

』

口
述

５

０
講―

第
二
巻

（
下

）
』
一
三

二―

一

三
三

頁
） 

３
５ 

『

涅

槃
経

』
現

病

品
に

お

け
る

原

文
の

意
の
変

更
に
つ

い

て
、

林
智
康

氏

は
次

の

よ
う

に
述
べ

て

い
る

。 

（

Ａ
）
迦

葉

、
世
に
三
人

有

り
て

、

其
の

病
治
し

難

し
。

一

つ
に

は
大
乗

を

謗
る

な
り
。

二
つ
に

は

五
逆

罪
な
り

。
三
つ

に

は

一
闡

提
な
り

。
是
の

如
き
の

三

病
は

、
世
の

中

の
極

重

な
り

。
悉
く
声

聞
・

縁
覚
・

菩
薩
の

能
く
治

す
る
所

に
非

ず

。

善
男

子

、
譬
へ
ば
病

有
り
、

必

死
に

し
て
治

す

る
こ

と

無
き

が
如
し

。
若
は

瞻
病
随

意
の
医

薬

有
る

も
、
若

は
瞻
病

随

意

の
医

薬

無
き

も
、
是

の
如
き

の

病
は

定
ん
で

治

す
べ

か

ら
ず

。
当
に
知

る
べ

し
、
是

の
人
の

必
死
疑

は
ず
。

善
男

子

、

是
の

三

種
の

人
も
亦

復

是
の

如

し
。

※ 

若

声

聞
・

縁

覚
・

菩
薩
有

り

て
、

或
は
説

法
す
る

有
る
も

、
或
は

説
法
せ

ざ

る

も
、

其
を
し

て
阿
耨

多

羅
三

藐

三
菩

提
の
心

を

発
さ

し

む
る

こ
と
能
は

ず
。 

（

Ｂ
）
迦

葉

、
譬
へ
ば
病

人
の
、

若

瞻
病

随
意
の

医

薬
有

れ

ば
、

則
ち
差
え

し
む

べ
き
が

如
し
。

若
此
の

三
無
け

れ
ば
、

則

ち

差
ゆ

べ

か
ら

ず
。
声

聞

・
縁

覚
も
、

亦
復
是

の

如
し

。

仏
菩

薩
に
従
ひ

、
聞

法
を
得

已
り
て

、

即
能

く
阿
耨

多
羅
三

藐

三

菩
提

の
心
を

発
す
。

法
を
聞

か

ず
し

て
能
く

心

を
発

す

に
非

ざ
る
な

り

。 

（

Ｃ
）
迦

葉

、
譬
へ
ば
病

人
の
、

若

は
瞻

病
随
意

の

医
薬

有

る
も

、
若
は
瞻

病
随

意
の
医

薬
無
き

も

、
皆

悉
く
差

ゆ
べ
き

が

如

し
。 

（`

Ａ
）…

…

善

男

子
、

た

と
へ

ば
病
あ

れ
ば
か

な

ら
ず
死

す
る

に
治
す

る

こ
と

な
か
ら

ん
に
、

も

し
瞻

病
随
意

の
医
薬

あ

ら

ん
が

ご

と
し

。
も
し

瞻

病
随

意
の
医

薬
な
か

ら

ん
、

か

く
の

ご
と
き

病

、
さ

だ
め
て

治
す
べ

か

ら
ず
。…

…
 

（
『

国

訳
一

切
経

』
「
印
度

撰

述
部
」

涅
槃

部
一
・

二

四
三

頁

） 

（

Ａ
）
（

Ｂ
）
（

Ｃ
）
は
三

種

病
人
の

譬
え

を
述
べ

て

い
る

が

、
宗

祖
は
（

Ｂ
）
に
あ

る
文
（
傍
線

の

文
）
を

（

Ａ
）
に

入

れ

（
※

の
箇
所

）
、
ま

た

独
特

な
訓
点

を
施
し

て
（
（`

Ａ
）
の

文

）
、
（

Ａ
）
の

原

文
の

意
を
変

え

て
い

る
。
原

文
で
は

看

病

人
と

医

師
と

医
薬
の

三

者
が

あ

る
と

否
に
か

か

わ
ら

ず

、
第

一
種
の
病

人
（

謗
法
・

五
逆
・
一

闡
提
）

は
必

死
不
可

治

の

も
の

で

あ
る

と
い
う

意
を
、

看

病
人

と
医
師

と

医
薬

が

な
け

れ
ば
不

可
治
で

あ
る
が

、
そ
れ
が

あ
れ
ば

不
可

治
で
な

い

と

し
た

。

そ
の
結
果
、

第

一
種

（

Ａ
）

の
病
人

の

こ
と

を

説
い

た
こ
の

文

が
、

第
二
種

（
Ｂ
）

の
病
人

の
こ
と

を
説
く



 

 

 

文

と

同
じ

内

容
に

な
っ
て

い

る
。

し

た
が

っ
て
謗

大

乗
・

一

闡
提

は
仏
力

に

よ
っ

て
発
心

が
可
能

に
な
る

の
で
あ

る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
林
智

康

『
顕

浄

土
真

実
信
文

類

講
讃

』

二
七

八―

二

七
九
頁
） 

３
６ 

『

註

釈
版

』
二

九

五―

二

九
六

頁

。 

３
７ 

『

註

釈
版

』
二

九

六
頁

。 

３
８ 

『

註

釈
版

』
四

八

六
頁

。 

３
９ 

『

註

釈
版

』
六

四

三―

六

四
四

頁

。 

４
０ 

『

註

釈
版

』
六

四

四
頁

。 

４
１ 

普

賢

保
之
『
尊

号

真
像

銘

文
講

読

』
に

お
い
て

、
「
こ
の

唯
除

の

文
を
弥

陀
の
抑

止
と

見
る
か

、

あ
る

い

は
釈

迦
の
抑

止

と
見

る

か

に
つ

い

て
は
見
解
が

分

か
れ

て

い
る

。
」
と

述

べ
ら

れ

て
お

り
、
そ

こ

で
は

釈

迦
の
抑
止
と
見

る
も

の

の
根
拠
と
な

る
五

説

と

弥
陀
の

抑
止

と
見
る

も

の
の

根

拠
と

な
る
四

説
が
挙
げ

ら
れ

て
い
る

。

そ
し

て

、
普
賢
氏
は

弥

陀
の
抑

止
と

見
る
も

の

の

根

拠

と
な

る
四
説

の
う
ち

、
『

大
経

』
巻

上
の
「

比

丘
、

仏
に
ま

う
さ
く

、
〈

や
や
、
聴

察
を
垂

れ

た
ま
へ

。
わ
が
所
願
の

ご
と

く

ま

さ
に

つ

ぶ
さ

に
こ
れ

を

説
く

べ

し
。
」
（
『
註

釈

版
』

一

五
頁

）
と
い

う

経
文

を
根
拠

と
す
る
説

を
承
け

て
、
そ
れ
が

原

典

に

基

づ
い

た
客
観

的
な
事

実

で
あ

る

こ
と

を
述
べ

て
お
り

、

唯
除

の
文
を

弥

陀
の
抑

止
と
見
る
の

が

妥
当
で

あ
る

と
結
論

づ
け

て

い

る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
普

賢

保
之
『

尊
号

真
像
銘

文

講
読

』

三
五―

三
八

頁
） 

 
 

そ
し

て

、
筆

者
も
普

賢

氏
の

指

摘
通

り
に
判

断
す
る

と

こ
ろ

で
あ
る

か

ら
、

本

論
文

に
お
け

る

唯
除

逆
謗
の

文
は
弥

陀
の
抑

止

と

し

て
見
て

い
る

。 
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仏
教

大

辞
典
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収
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収
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会
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宇

野
円

空
編

『
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宗
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典
講

讃

全
集
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三

経
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之

部
上

』
所
収

）

国
書

刊
行
会

、
一
九

七
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福

原

亮
厳

『

往
生

論
註
の

研

究
』

永

田
文

昌
堂
、

一

九
七

八

年 

星

野

元
豊

『

講
解

教
行
信

証 

信

（

続
）

証
の
巻

』

法
蔵

館

、
一

九
七
九

年 
山

本

仏
骨

『

観
経

疏
散
善

義

鑚
仰

』

永
田

文
昌
堂

、

一
九

八

二
年 

宗

学

院
編

『

大
江

淳
誠
和

上 

教

行

信
証

講
義
録

上

』
宗

学

院
、

一
九
八

四

年 

村

上

速
水

『

親
鸞

教
義
と

そ

の
背

景

』
永

田
文
昌

堂

、
一

九

八
七

年 

早

島

鏡
正

、

大
谷

光
真
『

浄

土
論

註

』
大

蔵
出
版

、

一
九

八

七
年 

加

茂

仰
順

『

顕
浄

土
真
実

信

文
類

講

要 

第
一
巻

』

永
田

文

昌
堂

、
一
九

九

〇
年 

深

川

倫
雄

『

観
経

疏
散
善

義

講
讃

』

永
田

文
昌
堂

、

一
九

九

四
年 

村

上

速
水

『

教
行

信
証
を

学

ぶ
』

永

田
文

昌
堂
、

一

九
九

六

年 

岡

亮

二
『
『

教
行

信

証
』

口

述
５

０

講―

第
二
巻

（

下

）
』

教
育

新

潮
社

、

一
九

九

七
年 

梯

実

円
『

教

行
信

証
の
宗

教

構
造 

真
宗

教
義
学

体

系
』

法

蔵
館

、
二
〇

〇

一
年 

五

十

嵐
大

策

『
親

鸞
聖
人

御

消
息

講

読
』

永
田
文

昌

堂
、

二

〇
〇

二
年 

梯

実

円
『

聖

典
セ

ミ
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ー
教

行
信

証 
信
の
巻
』

本

願
寺

出

版
社

、
二
〇

〇

四
年 

梯

実

円
『

本

願
の

こ
こ
ろ―

『
尊

号

真
像

銘
文
』

を
読
む―

』
法

蔵
館
、

二

〇
〇
六

年 

普

賢

保
之

『

尊
号

真
像
銘

文

講
読

』

永
田

文
昌
堂

、

二
〇

〇
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年 

信
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究
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〇
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年 
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号

真
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文
』
本

願
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出

版
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、

二
〇
〇
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年 

勧

学
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編

『
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と
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祖

の

教
え

』
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願

寺

出
版

社
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二
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〇
八

年 

深
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暢

『
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量
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優

婆
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願

生
偈
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』
巻

上
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二

〇
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年 
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信
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『
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教
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史

』

法
蔵

館
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二
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二

年 

相
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意

『
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鸞
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論

註
』

の
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究

』
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文
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〇
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年 

内

藤

知
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土
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信
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講

読
』

永
田
文

昌

堂
、

二

〇
一

四
年 

林

智

康
『

顕

浄
土

真
実
信

文

類
講

讃

』
永

田
文
昌

堂

、
二

〇

一
四

年 



 

 

 

勧

学

寮
編

『

親
鸞

聖
人
の

教

え
』

本

願
寺

出
版
社

、

二
〇

一

七
年 

殿

内

恒
『
『

尊
号

真

像
銘

文

』
の
講

述
』

永
田
文

昌

堂
、

二

〇
二

一
年 

内

藤

知
康

『

基
礎
か
ら
学

ぶ

浄
土

真

宗
３ 

信
心

と
利
益―

救
い

の
よ
ろ

こ

び―

』

法
蔵
館
、
二

〇

二
四

年 

論

文 大

江

智
朗

「

本
願
に
お
け

る

「
唯

除

逆
謗

」
に
つ

い

て

」
『
顕
真

学

苑
論

集

』
四
九

、
一

九
五
八

年 

普

賢

晃
寿

「

真
宗
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論
の
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本

的

立
場

」
『
印

仏

研
』

七

（
二

）
、
一

九

五
九

年 

普

賢

晃
寿
「

親
鸞

聖
人
に

於

け
る

機

根
論
の
展
開

」
『

真
宗

学
』

二

二
、

一

九
六
〇

年 

土

橋

秀
高

「

親
鸞

聖
人
の

涅

槃
経

観

」
『

真

宗
研

究

』
五

、

一
九

六
〇
年 

坂

井

嘉
城

「

論
註

「
八
番

問

答
」

に

お
け

る
救
済

観

」
『
印

仏
研

』

一
〇

、

一
九

六

二
年 

信

楽

峻
麿

「

曇
鸞

教
学
に

お

け
る

十

念
の
意
義
」
『

龍

大
論

集
』

三

七
一

、

一
九
六

二
年 

普

賢

大
円

「

浄
土

論
註
に

於

け
る

行

に
つ

い
て
」
『
真

宗
学

』
二

七

・
二

八

、
一
九

六
三

年 

岡

亮

二
「

曇

鸞
教

義
に
お

け

る
十

念

の
一

考
察
」
『

印

仏
研

』
一

三

（
一

）
、

一
九

六
五

年 

亘

一

弘
「

親

鸞
に

於
け
る

涅

槃
経

引

用
の
態
度
」
『

印

仏
研

』
一

七

（
一

）
、

一
九

六
八
年 

普

賢

大
円

「

親
鸞

聖
人
の

人

間
観

」
『
日

本

仏
教

学

会
年

報

』
三

三
、
一

九

六
八

年 

矢

田

了
章

「

論
註
に
お
け

る

願
生

者

に
つ

い
て
」
『
印

仏
研

』
一

六

（
二

）
、

一
九

六
八
年 

松

井

憲
一

「

本
願
に
お
け

る

唯
除

の

意
味

」
『
真

宗

研
究

』

一
三

、
一
九

六

八
年 

神

子

上
恵

龍

「
曇

鸞
教
学
の

概
観

」
（
龍

谷

大
学

真

宗
学

会

編
『

曇
鸞
教

学

の
研

究

』
永
田
文
昌

堂

、
一

九

七
一

年
所
収

） 

林

智

康
「

親

鸞
の

涅
槃
経

観

」
『
印

仏
研

』

二
一

（

二

）
、

一
九

七

三
年 

山

本

充
朗

「
第
十

八
願
に

お

け
る

唯

除
の
意
味―

親

鸞
に

お

け
る

人
間
の

研

究―

」
『
真

宗

研
究
』

一
九
、

一
九

七
四
年 

経

隆

優
「

唯

除
の

問
題
」
『

親

鸞
教

学
』

三

一
、

一

九
七

七

年 

普

賢

保
之

「

親
鸞
に
お
け

る

八
番

問

答
の
受
容
」
『

印

仏
研

』
四

一

（
一

）
、

一
九

九
二
年 

小

池

秀
章

「

本
願
の
研
究―

唯
除

の

文
に

つ
い
て―

」
『
印

仏
研

』

四
一

（

二

）
、

一
九

九

三
年 

大

田

利
生

「

浄
土

教
に
お

け

る
十

念

思
想

」
『
真

宗

学
』

九

一
・

九
二
、

一

九
九

五

年 



 

 

 

岡

亮

二
「

中

国
三

祖
の
十

念

思
想

（

一
）―

曇
鸞

の
十
念

思

想―

」
『
真

宗

学
』

九

四
、
一
九
九

六

年 

浅

野

教
信

「
『
往

生

論
註

』

に
お

け

る
往

生

」
（

論

註
研

究

会
編

『
曇
鸞

の

世
界

』
永
田

文
昌
堂

、

一
九
九

六
年
所
収
） 

普

賢

保
之

「

曇
鸞
に
お
け

る

八
番

問

答
の
意
義
」
（

論

註
研

究
会

編

『
曇

鸞

の
世

界

』
永
田
文
昌

堂

、
一

九

九
六

年
所
収

） 

相

馬

一
意

「

曇
鸞
と
称
名

思

想 

そ

の
（

Ⅰ
）
」
『

印

仏
研

』

四
七

（
二
）
、

一

九
九

九
年 

井

上

善
幸

「

親
鸞
に
お
け

る

逆
謗

往

生
に

つ
い
て

」
『
北
陸

宗
教

文

化
』

一

四
、
二

〇
〇

二
年 

内

藤

知
康

「
「
信

文

類
」

逆

謗
除

取

釈
に

つ
い
て

の

一
考

察

」
『

真

宗
学

』

一
〇

五

・
一

〇
六
、

二
〇
〇

二
年 

内

藤

知
康

「

真
宗

教
学
に

お

け
る

五

逆
・

謗
法
・

一

闡
提
の

位
置

づ
け
」
『

真

宗
学

』
一
〇

八
、

二

〇
〇

三

年 

井

上

善
幸

「

逆
謗

除
取
釈
の

研
究

」
『
宗

学

院
論

集

』
七

五

、
二

〇
〇
三

年 

高

瀬

大
宣

「

親
鸞
の
阿
闍

世

観

」
『

印
仏

研

』
五

二

（
一

）
、
二

〇

〇
三

年 

鍋

島

直
樹

「

阿
闍

世
王
の

救

い
の

過

程
」
『

真
宗

研

究
』

五

一
、

二
〇
〇

七

年 

殿

内

恒
「

曇

鸞
に

お
け
る
浄

土
往

生

の
行
と
機
」
（

武

田
龍

精
編

『

曇
鸞

浄

土
教

思

想
の
研
究
』
永

田
文
昌

堂
、

二
〇
〇

八

年

所

収

） 

佐

々

木
義

英

「
曇

鸞
の
五

念

門
観

に

関
す

る
一
試

論

」
（
武

田
龍

精

編
『

曇

鸞
浄

土

教
思

想
の
研
究

』
永

田

文
昌

堂
、
二

〇

〇

八

年

所
収

） 

真

名

子
晃

征

「
曇

鸞
の
行

論

に
関

す

る
一

考
察―

『

往
生

論

註
』

所
説
の

「
五
念

門

」
と
「
十
念

」

の
関
係―

」
『

印
仏

研

』

五

九

（
一

）
、
二

〇

一
〇

年 

青

木

玲
「

本

願
の

正
機―

「

唯
除

」

の
文
を
通
し

て

」
『
親

鸞
教

学

』
九

五

、
二
〇

一
〇

年 

弘

中

満
雄

「
〈
無

量

寿
経

〉

に
お

け

る
唯

除
の
語

義

に
つ

い

て
」
『

龍
谷

教

学
』

四
六
、

二
〇
一

一

年 

武

田

晋
「
『

往
生

論

註
』
の

十
念

思

想
の

一
考
察

」
『

真
宗

学
』

一

二
三

・

一
二
四

、
二

〇
一
一

年 

真

名

子
晃

征
「
『

往

生
論

註

』
に

お

け
る
修
行
者

」
『

浄
土

真
宗

総

合
研

究

』
七
、

二
〇

一
二
年 

内

田

准
心

「

曇
鸞
に
お
け

る

願
生

と

菩
提

心―

八

番

問
答
の

滅
罪

の
思
想―

」
『
印
仏
研

』

六
一
（

一

）
、

二
〇
一

二
年 

能

仁

正
顕

「

無
量

寿
経
に

お

け
る

唯

除
の
意
趣
」
『

龍

谷
大

学
論

集

』
四

八

一
、
二

〇
一

三
年 

相

馬

一
意

「
『
論

註

』
八

番

問
答

の

問
題

点

」
『

仏

教
学

研

究
』

七
一
、

二

〇
一

五

年 



 

 

 

難

波

教
行

「
『
往

生

拾
因

』

に
記
さ

れ
る

五
逆
に

つ

い
て

の
一
考

察

」
『

大

谷
学
報

』
九

四
（
二

）
、
二
〇

一
五

年 

遠

山

信
証

「
『
往

生

論
註

』

に
お

け

る
修

道
構
造

の

枠
組

」
『
龍

谷

大
学

大

学
院
文

学
研

究
科
紀

要

』
四

〇

、
二

〇
一
八

年 
遠

山

信
証

「
『
往

生

論
註

』

に
お

け

る
「
十
念
」

の

語
義

と
位
相

」
『
真

宗

研
究

』

六
四
、
二
〇
二

〇
年 

鍋

島

直
樹

「

親
鸞

聖
人
の

人

間
観

：

仏
の
大
悲
に

い

だ
か

れ

て
」
『

真
宗

教

学
研

究

』
四
二
、
二

〇

二
一

年 

佐

藤

智
暁

「

親
鸞
に
お
け

る

「
阿

闍

世
王

物
語
」

引

用
に
関

す
る

一
考
察

」
『

龍
谷
大
学

大

学
院
文

学
研
究

科
紀

要
』
四

四

、 
二

〇

二
二

年 

蟹

谷

誓
「
「

信
文

類

」
明

所

被
機

の

研
究

」
『
龍

谷

大
学

大

学
院

文
学
研

究

科
紀
要

』
四

二
、
二

〇

二
二

年 

杉

岡

孝
紀

「

存
覚
に
お
け

る

逆
謗

除

取
の
理
解
に

つ

い
て

」
『
世

界

仏
教

文

化
研

究

論
叢

』
六
二

、
二
〇

二

四
年 

 


